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序  文 

 

独立行政法人国際協力機構は、ブータン王国の第二次賃耕のための農業機械整備計画にかか

る協力準備調査を実施することを決定し、同調査を（株）片平エンジニアリング・インターナ

ショナル及び（株）アンジェロセックの共同企業体に委託しました。 

調査団は、2019 年 8 月から 2020 年 2 月までブータンの政府関係者と協議を行うとともに、

計画対象地域における現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運

びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこ

とを願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援いただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

令和 2 年 2 月 

 

 

 

独立行政法人 国際協力機構 

農村開発部 部長 牧野 耕司 
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要   約 

 

１. 国の概要 

ブータン王国（以下、ブータン）では、農業は GDP の 17.4%（2017 年）を占め、労働人口

の 54.0%（2018 年）が従事する基幹産業である。しかしながら、国全体が険しい山岳地帯のた

め、農家一戸当たりの農業用地は極めて小規模で、かつ生産効率も悪いため、コメの自給率は

46.7%（2015-17 年平均）に留まっている。ブータンの農業セクターが目標として掲げる食料安

全保障では、農業機械化による労働力不足の解消、農産物生産の向上等を掲げているが、農家

の約 82%（2018 年）は未だに人や牛による耕起を行うなど低い作業効率で農業が行われている。 

 

２. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

農業林業省（Ministry of Agriculture and Forests：MOAF）は、賃耕サービスを促進するため 2013

年より農業機械化センター（AMC）直営の賃耕サービスを開始した。2016 年 1 月には、全国

を4地域に分けて102台の耕耘機を稼働させた。さらに賃耕サービスを全国的に展開するため、

2013 年の 2KR によって調達された 239 台の耕耘機を用いて、2015 年 9 月に全国 205 郡に各 1

台の耕耘機を配置し、郡レベルの需要に対応する郡賃耕サービスを開始した。 

その後 2016 年 7 月から AMC の賃耕サービス業務を新たに設立した国営公社である農業機械

公社（FMCL）に移管した。FMCL では直営の賃耕サービスを中央賃耕サービス（Central Hiring 

Service）とし、郡賃耕サービス（Gewog Hiring Service）と並立させ農業機械サービスを実施し

ている。本プロジェクトの先行案件である無償資金協力プロジェクト（以下、Phase1 プロジェ

クト）によって 2018 年に調達された 353 台の耕耘機は、主に郡賃耕サービスに配置され、賃耕

サービス面積の増加に成果が現れている。 

しかしながら、賃耕サービスに対する農家の需要は大きく、現状の保有機材では需要を満た

していない。また、通常の耕耘機では、使用が困難であった狭隘な棚田や比較的平坦で面積の

大きい圃場において高い作業能力で対応できるよう多機種による賃耕サービスの提供が求めら

れている。さらに MOAF では、新規農業用地の開発や休耕地の再利用を促進しており、農業用

地の増加も見込まれている。このような状況において、2019－2023 年の国家開発計画である、

第 12 次 5 カ年計画（12th FYP）で掲げた農業機械化による耕作面積目標を現状の機材で達成す

ることは、困難であることが明らかになった。 

このような背景のもと、ブータン政府は国民の賃耕サービスへの需要に応えるべく、耕耘機

を含む農業機械を調達し、賃耕サービスの体制強化を図るために「第二次賃耕のための農業機

械整備計画準備調査」を我が国へ要請した。 

本プロジェクトは、ブータン全土において農業機械サービスに必要な農業機械を整備するこ

とにより、農民の農業機械へのアクセスを改善し、もって持続可能な経済成長に寄与すること

を目的とする。 
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３. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

ブータン政府の要請を受けて、日本政府は農業林業省農業局を実施機関とする「第二次賃耕

のための農業機械整備計画」についての協力準備調査の実施を決定した。JICA は、令和元年 8

月 3 日から 8 月 23 日まで協力準備調査団を現地に派遣し、ブータン関係者と協議を行うととも

に、プロジェクト対象地域における調査を実施した。帰国後、現地調査結果に基づいて最適な

事業内容について概略設計を行い、その内容を取りまとめて協力準備調査報告書（案）を作成

した。JICA は協力準備調査報告書（案）の説明のため、調査団を令和元年 11 月 21 日から 11

月 27 日まで現地に派遣し、その内容についてブータン関係者と協議・確認を行った。 

要請機材を踏まえた上で、実施機関である農業林業省農業局と 11 月 25 日に合意した協議議

事録において、本プロジェクトの対象となるのはブータン全 20 県で FMCL が実施している賃

耕サービスに用いる農業機械とすることとし、FMCL によって機械の運用・維持管理を実施す

ることを確認した。 

本調査は、要請の必要性及び妥当性を確認するとともに、無償資金協力案件として適切な概

略設計を行い、事業計画（調達機材の数量、仕様等）や機材の維持管理計画を策定し、概略事

業費を積算することを目的として実施した。本調査により協議・確認を行った最終要請機材を

以下に示す。 

 

最終要請機材 

当初要請 最終要請 

機種 数量 機種 数量 

耕耘機 400 台 耕耘機 200 台 

－ － 小型耕耘機 150 台 

－ － トラクター 30 台 

－ － コンバイン 20 台 

－ － ストーンピッカー 5 台 

－ － 整備機材（工具等） 1 式 

 

当初要請では耕耘機 400 台であったが、これまでの賃耕サービスで得た機材の運用実績及び

農民の要望などから、より多くの圃場条件で効率的な運用が可能となる多機種の農業機械が最

終要請となった。 

現地調査及び国内解析によりブータン側が目標とする 12th FYP を達成するために必要な機

材の機種、台数、仕様を計画し、合わせて概略事業費の積算を実施した。以下に調達機材を示

す。 

 

調達機材 

機 材 数 量 

耕耘機  200 台 

小型耕耘機  150 台 

トラクター  30 台 

コンバイン  20 台 

整備機材  1 式 
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現在、FMCL が使用している機材のほとんどが過去 2KR 及び無償資金協力で調達された日本

メーカー製である。そのためオペレータ、メカニックも日本メーカー製機材の取り扱いに習熟

している。また、AMC 及び FMCL は本プロジェクトの調達機材についても日本製品及び日本

メーカー製の機材を要望している。よって、本調達計画では日本製品を中心に、調達先を検討

し、日本製品が存在しない若しくは製作メーカー数が限られている場合は、海外生産の日本メー

カー製で日本製と同等の品質が確保できる第三国での調達を検討することとする。 

 

４. プロジェクトの工期及び概略事業費 

本プロジェクトを我が国の無償資金協力により実施する場合、実施設計期間は 4.5 ヶ月、機

材調達期間は 9.5 ヶ月、合計 14.0 ヶ月と想定される。本プロジェクトの総事業費は 4.27 億円（日

本側 4.27 億円、ブータン側 0.21 百万円）と見込まれる。 

 

５. プロジェクトの評価 

(1) 妥当性 

FMCL によれば、ブータンでは「耕起＋破土・均平作業」を 15 日間で終えなければ穀物栽培

に適切な時期を逃し、収穫の多寡に大きな影響を与えるとしている。 

これまでの 2KR により 3,000 台近い耕耘機が調達されてきたが、これは耕耘機を購入できる

比較的大規模で資金的な余裕のある農家が恩恵を受けているものと推定される。大多数の小規

模農家は未だに人力や牛耕に頼っている。このため所定の期間内に作業を完了できず、適切な

作付けの時期を逃す場合もある。また近年、若者の都市部への流出や農村部の高齢化による労

働力不足によって休耕地の増加も生じている。これらは作物生産量の増加を阻害する一因とな

り、ひいてはブータンの国家目標である食糧自給率の向上を阻害する要因ともなっている。 

ブータンの農家一戸あたりの平均圃場面積は、約 1ha であり、1ha に満たない小規模農家が、

耕耘機を自家所有とすることは営農規模からも合理的でなく、公共の賃耕サービスを利用する

ことが適切であると考える。ブータンの営農規模を考えれば、公共の賃耕サービスにより小規

模農民を支援することの妥当性はあると考えられる。 

FMCL は機材の運用効率を高めるために全国 41 ヶ所に農業機械サービスセンターの増設を

図り、農業機械による賃耕サービスをより広範囲に展開することによって、今まで賃耕サービ

スにアクセス困難であった農家へのサービス提供を実施している。また、FMCL は新たな需要

に対し、Phase1 プロジェクトで調達された耕耘機を適切に配置し、運用実績を上げている。 

MOAF では 12th FYP のもと、食料増産を図るために休耕地の再活用や新たな農地開発を進め

ているため、今後も賃耕サービスの需要は、増加していくと考えられる。FMCL は、12th FYP

期間中の農業機械化に係る目標を掲げており、賃耕サービスの強化を図っている。そのために、

今後さらに農業機械サービスセンターの増設を予定している各 RFMCL（Regional FMCL）では、

新たに耕耘機が必要となる。また、農家の多様なニーズに応えるために、今まで賃耕サービス

を提供するのが困難であった急峻で狭隘な棚田に対応できる小型耕耘機や、比較的規模の大き

な圃場での作業能力が高いトラクターやコンバインなどの必要性は高い。機材が整備されるこ

とで FMCL は、より多くの賃耕サービス需要に対応することができるようになり、12th FYP の

目標を達成することが可能となるため、本プロジェクトの妥当性は十分あると考えられる。 
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(2) 有効性 

1)定量的効果 

 

定量的効果 

指標名 基準値（2018 年） 
目標値（2023 年）※1 

【事業完成 2 年後】 

賃耕サービスによる耕作面積（ha/年） 10,492  17,008  

賃耕サービスによる収穫面積（ha/年） 805  1,945  

耕耘機械化率（％）※2 17.66  24.34  

※1：FMCL の 12th FYP 最終年における目標値 
※2：耕耘機械化率(%)＝全耕耘農地面積÷（FMCL 賃耕サービス及び農民所有機械による耕耘農地面積） 
  耕耘機械は、耕耘機、小型耕耘機、トラクター 

 

2)定性的効果 

本計画における定性的効果は以下の通りである。 

・農作業が効率化する 

・休耕地の活用が促進される 

・農業生産性が向上する 

・農村部での雇用が促進される（オペレータ採用による） 
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主要調達機材イメージ図 

耕耘機本体 
アクセサリー 

（シングル・リバーシブルプラウ） 

小型耕耘機本体 
アクセサリー 

（ロータリー） 

コンバイン本体 アクセサリー 

（アルミニウムブリッジ） 

トラクター本体 アクセサリー 

（ロータリー） 

手工具セット 高温高圧洗浄機 特殊レンチ トルクレンチ グリースガン 

（シングル・リバーシブルプラウ） （深耕用ローター）



 

現況写真（1/2） 

  
写１パロ近郊の比較的広い水田。この地域は機

械化が進んでいる。 
写２トンサ県の傾斜地の棚田。この地域は山岳

部で狭隘な棚田にせざるを得ない。 

  
写３サルパン県の水田。インドとの国境付近の

平地で広い圃場のため機械化が容易。 
写４サルパン県の水田。広い水田のため耕耘機

よりトラクターによる作業が効率的。 

  
写５サルパン県の石の多い農地。人頭大の石が

含まれ機械化ができない農地。 
写６チラン県の棚田。棚田の標準的な幅

（2-3m）で耕耘機の作業が可能。 

  
写７チラン県の農地開拓によって造成された

棚田。 
写８ワンディポダン県の棚田。傾斜が緩やかで

比較的幅が広い（4m 以上）棚田。 



 

現況写真（2/2） 

  
写９パロ AMC 本部。同じ敷地に FMCL 本部及

びパロ RFMCL も所在する。 
写１０AMC 試験セクションの工作機械。農機

具の製造や改造を行っている。 

  
写１１AMC トレーニングセンター。オペレー

タに操作・メンテナンスの教育を行う。 
写１２AMC トレーニングセンターの教材用耕

耘機。その他各種機械を配備している。 

  
写１３サムチェリン RFMCL 保有の耕耘機。

2KR で調達されたヤンマー製耕耘機。 
写１４サムチェリン RFMCL。小型耕耘機（三

菱農機製）の修理作業。 

  
写１５Kilkhorthang 郡賃耕サービスの耕耘機

（2018 年無償）と小型耕耘機。 
写１６ダガナ県の RFMCL 傘下のサービスセ

ンター。全国に 41 箇所ある。 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

ブータン王国（以下、ブータン）において、農業は GDP の約 17.4%（2017 年）を占め、労働

人口の 54.0%（2018 年）が従事する基幹産業である。しかしながら、国の大部分が険しい山岳

地帯のため農家一戸当たりの平均な耕作面積は約 1.0ha（2017 年）と小規模で、主食であるコ

メの生産性は 4.2 ton/ha 程度（日本：5.3ton/ha 程度）である。また、コメの自給率は 46.7%（2015-17

年平均）に留まっている。一方で若年人口の都市部への流出により、農村部の労働力不足や高

齢化が深刻化している。 

このような状況下で、食糧自給率を改善し、農家の所得向上を図るため、ブータン政府は 1984

年に「農業機械化政策」を策定し、農業機械化を進めてきているが、機械による耕耘面積は政

府目標の 50%以下に留まっている。また、当国の国家開発計画である第 11 次 5 カ年計画（2013

‐2018 年）では、「持続可能で公平な社会経済開発」の中で、穀物自給率の向上を掲げていた

が未達成となっている。そのため第 12 次 5 カ年計画（2019‐2023 年）では「食糧の安全保障」

と「栄養と生活の改善」を農業林業省における主要戦略として位置づけつつ、その中で農業機

械化を優先事項として掲げている。 

我が国は、農業林業省農業局農業機械化センターに対する技術協力「農業機械化プロジェク

ト」及び「農業機械化プロジェクト フェーズ 2」を通じ、同センターが農家に提供する、耕耘

作業等の農業機械を用いた農業機械作業受託サービス（以下、賃耕サービス）の実施体制及び

維持管理体制の整備とその普及を支援した。その結果、機械修理工場の技術者の技術力、部品

在庫管理や製造の能力も大幅に向上したとともに、職員が自ら計画を作り、実行に移せる段階

にまで達した。更に 2016 年度無償資金協力「賃耕のための農業機械整備計画（以下、Phase1

プロジェクト）」により 353 台の耕耘機を整備した。現在、農業機械化センターから独立した農

業機械公社がこれら協力の成果を活用し、農家に対し賃耕サービスを提供している。  

しかしながら、当国における農業機械化は限定的であり、国家目標であるコメを含めた穀物

自給率の向上を達成するためには、更なる農業機械の普及を通じた生産性の向上が課題となっ

ている。 

 

1-1-2 開発計画 

ブータンにおける開発の最上位計画は、国民総幸福委員会（Gross National Happiness 

Commission：GNHC）が策定する 5 カ年計画（Five Years Plan: FYP）である。現在は 2018 年 7

月から 2023 年 6 月間の第 12 次 5 カ年計画（12th FYP）を実施中である。 

12th FYP では、農業分野を含む再生可能な天然資源分野（Renewable Natural Resources Sector: 

RNR Sector）において以下の目的と目標を掲げている。 

 

目 的  包括的かつ持続的な食糧自給率と経済的自立の改善 

目 標 

 食糧と栄養の安全保障の強化 

 天然資源の持続的な運用と利用の強化 

 再生可能な天然資源分野の持続的な国家経済への貢献 

 効果的で効率的な再生可能な天然資源サービスの強化 
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12th FYP では目標を達成するための様々な具体的計画を掲げている。その中で、農作物増産

に係わる主な計画と目標値を以下のように掲げている。 

 

表 1-1 12th FYP 農作物増産の主要計画・目標 

計 画 単位 
ベースライン 

（2017 年） 

目標値 

（2023 年） 

増加率 

% 

農地開発 
ha/年 

502 810 

4,050ha（5 年間） 
161 

休耕地の再利用※ 
ha/年 

49 541 

2,162ha（5 年間） 
1,104 

灌漑水路の延長（建設・改修） km 2,617 2,797 107 

コメ生産量（2015-17 年平均） ton/年 87,696 102,827 117 

メイズ生産量（2015-17 年平均） ton/年 86,298 96,535 112 

コムギ生産量（2015-17 年平均） ton/年 3,086 3,526 114 
※ 果樹栽培地を除く全耕作地（100,295ha）以外に、23,361ha が休耕地（2017 年） 
出所：12th Five-Year Plan 2018-2023 Renewable Natural Resources Sector 

 

上記表より 12th FYP では、上記に挙げた農地開発、休耕地利用を積極的に進め、作付面積を

増やすとともに、耕作の機械化を進めることによって、農業生産量の増加を目標としている。 

これを受けて農業機械化を推進する農業機械化センター（Agriculture Machinery Centre：AMC）

及び農業機械公社（Farm Machinery Corporation Limited：FMCL）は、12th FYP 中に耕耘機械化

率を 17.66%から 24.34%に向上させる以下のような目標を掲げている。 

 

表 1-2 12th FYP 農業機械化計画 

項    目 
ベースライン 

（2018 年） 

目 標 

（2023 年） 

1 FMCL による賃耕サービス面積（ha/年）    

（1）中央賃耕サービス 5,346 9,136 171% 

（2）郡賃耕サービス 5,146 7,872 153% 

合 計 10,492 17,008 162% 

（3）コンバインによる収穫面積 805 1,945 241% 

2 農家保有機材による耕作面積（ha/年） 2,531 2,936 116% 

3 FMCL 耕耘機台数（小型耕耘機を含む）    

（1）中央賃耕サービス（台） 98 448 457% 

（2）郡賃耕サービス（台） 871 871 100% 

小 計 969 1,319 151% 

4 農家保有耕耘機（台）（主に 2KR 耕耘機） 2,500 2,900 116% 

合 計 3,469 4,219 122% 

5 耕耘機械化率（%）※ 17.66 24.34 138% 
※：耕耘機械化率(%)＝全耕耘農地面積÷（FMCL 賃耕サービス及び農民所有機械による耕耘農地面積） 
  耕耘機械は、耕耘機、小型耕耘機、トラクター 
出所：AMC、FMCL 資料から調査団作成 
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1-1-3 社会経済状況 

1-1-3-1 社会概況 

ブータンはヒマラヤ山脈東端に位置する面積約 38,400km2（九州程度）の内陸国である。人口

は約 75.4 万人（2018 年、世銀）で、民族構成はチベット系 60％、ネパール系 20％、その他少

数民族等である。チベット仏教が信仰され、チベット語系のゾンカ語が公用語である他、ネパー

ル語及び学校教育で用いられる英語も広く使われている。 

2006 年 12 月，第 4 代国王の退位により、現国王（第 5 代目）が王位を継承した。第 5 代国

王の下，2007 年 12 月に上院議員選挙が、2008 年 3 月に下院議員選挙が実施された。これを受

け、憲法草案に基づき 2008 年 4 月、下院議員選挙において勝利したブータン調和党（DPT）の

ジグミ・ティンレイ党首が国王により首相に任命され、新内閣が発足した。2008 年 7 月に憲法

が施行され、王政から議会制民主主義を基本とする立憲君主制に移行した。 

中央の改革と並行し、地方分権も中央政府の主導で進められてきた。行政単位である 20 の県

（ゾンカク：Dzongkhag）と 205 の郡（ゲオグ：Gewog）において、1981 年に県開発議会（DYT）

が、1991 年には郡開発議会（GYT）が創設され、県から郡レベルへと段階的に地方分権化が進

展してきた。2002 年 6 月に DYT、GYT への大幅な権限委譲を含む地方分権化法が施行され、

同年 10 月には初の男女の直接投票による地区長（Gup）選挙が実施された。同法により、こ

れまで中央政府から派遣される県知事が務めていた DYT 議長は、郡長等から成る DYT メン

バーの互選によって選ばれるようになり、県知事の権限が縮小され、住民代表の権限が強化さ

れることになった。郡の下には、1,044 の村（チュオ：Chiwog）があり、その下には 3,995 の集

落（コミュニティ：Community）がある。各行政単位の概要を表 1-3 に示す。 

 

表 1-3 各行政単位の概要 

県 面積 人口 人口 郡 村 集落

密度 全世帯 農村 比率

ゾンカク ゲオグ チュオ ｺﾐｭﾆﾃｨｰ 世帯

（20県） （㎢） （人） （人/㎢） （戸） （戸） （％）

ブムタン／Bumthang 2,667 17,820 6.7 4 20 89 3,733 1,151 30.8%

チュカ／Chukha 1,880 68,966 36.7 11 58 122 15,102 2,889 19.1%

ダガナ／Dagana 1,713 24,965 14.6 14 70 111 5,645 4,461 79.0%

ガサ／Gasa 2,951 3,952 1.3 4 20 68 907 487 53.7%

ハ／Haa 1,905 13,655 7.2 6 30 91 2,790 1,300 46.6%

ルンツェ／Lhuentse 2,851 14,437 5.1 8 40 296 3,107 2,332 75.1%

モンガル／Mongar 1,940 37,150 19.1 17 88 703 8,553 5,363 62.7%

パロ／Paro 1,287 46,316 36.0 10 50 325 10,035 2,886 28.8%

ペマガツェル／Pemagatshel 1,022 23,632 23.1 11 56 157 5,997 2,934 48.9%

プナカ／Punakha 1,108 28,740 25.9 11 55 293 5,984 3,094 51.7%

サンドップジョンカル／Sandrup Jongkhar 1,877 35,079 18.7 11 58 194 7,886 3,844 48.7%

サムツェ／Samtse 1,256 62,590 49.8 15 77 319 14,396 5,867 40.8%

サルパン／Sarpang 1,655 46,004 27.8 12 61 189 10,135 3,592 35.4%

ティンプー／Thimphu 1,792 138,736 77.4 8 40 105 29,084 967 3.3%

タシガン／Trashigang 2,198 45,518 20.7 15 78 281 10,435 6,984 66.9%

タシヤンツェ／Trashiyangtse 1,447 17,300 12.0 8 41 131 3,960 2,554 64.5%

トンサ／Trongsa 1,814 19,960 11.0 5 25 85 3,616 1,705 47.2%

チラン／Tsirang 638 22,376 35.1 12 60 82 5,030 2,813 55.9%

ワンディポダン／Wangdue Phodrang 3,977 42,186 10.6 15 77 290 8,337 3,546 42.5%

シェムガン／Zhemgang 2,416 17,763 7.4 8 40 64 3,781 1,877 49.6%

合計・平均 38,394 727,145 18.9 205 1,044 3,995 158,513 60,646 38.3%

世帯数

 
出所：2017 Population & Housing Census より調査団作成 
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1-1-3-2 経済概況 

ブータンでは、1960 年代以降の近代化政策の推進により、自給自足経済から市場経済への堅

実な移行が進められている。2017 年の GDP は約 25.3 億 USD、成長率は 4.63％、一人当たりの

GNI は 3,149USD である。 

 

表 1-4 経済指標 

 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 

GDP（USD million） 1,945 2,060 2,220 2,529 

GDP 成長率（％） 5.8 6.6 8.0 4.6 

一人当たり GNI（USD） 2,431 2,671 2,800 3,149 

インフレ率（％） 7.3 3.7 4.5 5.5 

出所：National Accounts Statistics 2018 

 

産業別の GDP 構成比（2017 年）1は、第一次産業（林業・畜産を含む農業）17.4％、第二次

産業（製造業、建設業、電力等）40.6％、第三次産業（サービス業）42.0％となっている。 

2017 年の貿易額 1 は、輸出額約 5.73 億 USD、輸入額約 10.29 億 USD であり、貿易収支は 4.56

億 USD の赤字であった。主要輸出相手国は、第 1 位から順に、インド、バングラデシュ、イタ

リア、オランダ、ネパール、ドイツ。主要輸入相手国は、インド、韓国、日本、中国、タイ、

シンガポール、ドイツとなっている。主要輸出品目は、シリコン、電力、石類、セメント等で

ある。主要輸入製品は、軽油、ガソリン、金属製品、自動車、石炭、米等となっている。 

ブータンは現在、ほとんど全ての消費財や資本財をインド及び他国からの輸入に依存してい

るため、貿易収支は恒常的に赤字で推移し、1990 年代後半以降、大規模な水力発電プロジェク

トの推進によりこの傾向に拍車がかかった。インドからの大型水力発電プロジェクトが一段落

した 2007 年は、経常収支が黒字に転じたが、2008 年以降は再び赤字となっている。インドと

の輸出入が圧倒的なシェアを占める中で、インド・ルピー以外の外貨収入を得る手段として豊

かな観光資源の開発も重要な課題となっている。 

 

ブータンでは人口の約 7 割が農村地域に居住し、小規模な地域自給自足型の労働集約的農業

を中心とした農業に従事している。経済活動を行う労働力は全人口の約 68%（49 万 6 千人（2018

年））2である。業種別・形態別では、農業を含む第一次産業が依然として労働力の約 54.0％を

占める主要セクターとなっているほか、第二次産業が 11.5％、第三次産業が 34.5％となってい

る。 

失業率は 3.4%（2018 年）2 であり，都市部においては，雇用機会を求める若者の増加を背景

として、失業率は比較的高くなっている（7.1%、農村部は 1.8%）2。なお、20 歳～24 歳の年齢

層の失業率は、15.3%と特に高い水準にある 2。 

 
1 出所：National Accounts Statistics 2018 
2 出所：Laboure Force Survey Report 2018 



- 5 - 

1-1-4 農業概況 

ブータンの農業（林業・畜産含む）は GDP の 17.4%を占め、労働人口の 54.0%が従事する国

の基幹産業である。しかし、国全体が険しい山岳地帯で急傾斜地や岩石の大地が多く、さらに

標高に起因する植物の生育限界や森林保全への優先的配慮等により、農業生産に適した土地は

相当に限定される。 

国土面積は約 384 万 ha（38,394km2）であり、約 84%を森林・低木林・草原が占め、果樹栽培

を含む農業用地は、約 2.8%の 10 万 5,800ha を占めるに過ぎない3。したがって、ブータンでは

農業用地の多くが傾斜地に点在し、農家一戸当たりの耕作地はきわめて小規模で、主要穀物（コ

メ、メイス、コムギ）の平均経営面積は約 0.8ha で、その他作物の耕作地を加えても 1.0ha 程度

となっている。図 1-1-に土地利用状況を示す。 

 

 
出所：Bhutan RNR Statistics 2017 

図 1-1 土地利用状況 

 

図の黄色部分（Agriculture）が農業用地で、主に南部と河川沿いに多く見られる。北部の白・

水色部分（Glacier/Snow、Rock outcrop）は、標高 4,000m 以上の高山地帯で岩場と氷河・万年雪

地帯であるため農業利用はできない。 

耕耘機などの農業機械による耕作を行う場合、南部や河川敷沿いにみられる平坦で傾斜の緩

い土地の方が農業機械を使いやすいことから、主にこれらの地域で農業機械化が進んでいる。 
 

3 出所：Bhutan RNR Statistics 2017 
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多くの農家は家族による人力か牛などの畜力で農作業を行っており、耕耘機械化率は約

17.7％（2018 年）に過ぎない。主食であるコメの生産性は平均 4.2ton/ha（日本：5.3ton/ha 程度）

であるが、山間部の棚田が主で牛耕率の高いチュカ県では 2.5ton/ha と生産効率も悪い。大規模

な農地開発が行われ機械化が進んでいるのは、南部インド国境沿いやパロ谷（単収：6.2ton/ha）

などのわずかな平地に限られており、その面積も少ない。さらに近年では若者の都市部への流

出により、農村部の労働力不足や高齢化が深刻化し、さらなる生産効率の悪化、休耕地の増大

を招いている。ブータンの農業概況を表 1-5 に主要穀物の生産分布を図 1-2 に示す。 

 

表 1-5 農業概況 

県 面積

ゾンカク 全世帯 農村 比率 面積 一戸

世帯 生産量 単収 生産量 単収 生産量 単収 当り

（20県） （㎢） （戸） （戸） （％） （ton） (ton/ha) （ton） (ton/ha) （ton） (ton/ha) （ha) (ha)

ブムタン／Bumthang 2,667 3,733 1,151 30.8% 266 4.1 0 - 682 2.1 390 0.34

チュカ／Chukha 1,880 15,102 2,889 19.1% 2,400 2.5 4,012 3.2 246 2.9 2,291 0.79

ダガナ／Dagana 1,713 5,645 4,461 79.0% 5,404 3.4 6,724 2.5 33 1.3 4,342 0.97

ガサ／Gasa 2,951 907 487 53.7% 306 5.5 2 4.9 50 2.1 79 0.16

ハ／Haa 1,905 2,790 1,300 46.6% 224 3.1 145 2.2 155 0.9 309 0.24

ルンツェ／Lhuentse 2,851 3,107 2,332 75.1% 3,964 4.5 3,949 3.7 19 2.3 1,958 0.84

モンガル／Mongar 1,940 8,553 5,363 62.7% 1,213 2.8 15,871 3.4 78 1.9 5,135 0.96

パロ／Paro 1,287 10,035 2,886 28.8% 8,647 6.2 15 1.5 334 1.7 1,609 0.56

ペマガツェル／Pemagatshel 1,022 5,997 2,934 48.9% 41 3.6 4,361 2.7 31 2.1 1,632 0.56

プナカ／Punakha 1,108 5,984 3,094 51.7% 14,361 4.8 318 4.8 436 2.0 3,258 1.05

サンドップジョンカル／Sandrup Jongkhar 1,877 7,886 3,844 48.7% 3,739 3.9 9,195 2.8 65 4.2 4,304 1.12

サムツェ／Samtse 1,256 14,396 5,867 40.8% 9,003 3.6 8,588 4.1 130 1.4 4,666 0.80

サルパン／Sarpang 1,655 10,135 3,592 35.4% 6,000 3.5 2,932 1.8 65 1.8 3,383 0.94

ティンプー／Thimphu 1,792 29,084 967 3.3% 1,491 6.2 23 7.1 316 2.0 401 0.41

タシガン／Trashigang 2,198 10,435 6,984 66.9% 5,882 4.0 15,559 5.5 147 2.2 4,388 0.63

タシヤンツェ／Trashiyangtse 1,447 3,960 2,554 64.5% 4,118 4.4 4,015 4.6 33 1.3 1,835 0.72

トンサ／Trongsa 1,814 3,616 1,705 47.2% 3,887 5.5 1,504 4.5 288 1.5 1,230 0.72

チラン／Tsirang 638 5,030 2,813 55.9% 4,930 3.7 7,100 6.9 17 0.9 2,372 0.84

ワンディポダン／Wangdue Phodrang 3,977 8,337 3,546 42.5% 8,836 4.3 455 3.9 624 1.6 2,551 0.72

シェムガン／Zhemgang 2,416 3,781 1,877 49.6% 1,656 3.4 9,283 3.1 85 2.5 3,549 1.89

合計・平均 38,394 158,513 60,646 38.3% 86,368 4.2 94,051 3.5 3,834 1.8 49,681 0.82

世帯数 主要穀物生産量 主要穀物
耕作面積

コメ メイズ コムギ

 
出所：2017 Population & Housing Census, Bhutan RNR Statistics 2017 

 

農作業は、①土地造り（耕起、破土・均平、代かき等）、②作物の植付け（播種、移植）、③

作物の育成（水、施肥）、④作物の管理（防除、除草等）、⑤収穫（刈取り、搬送等）に大別さ

れる。土地造りは、耕起（荒越し）と破土・均平作業などで、耕起は鍬（クワ）や鋤（スキ）

などで土を耕す作業であり、破土・均平作業は、ロータリーなどを使い、大きな土塊を細かく

砕き、表層を均平にし、刈り株や雑草を土中にすき込むことである。ブータンで主要穀物であ

るコメ、メイズ、コムギの栽培カレンダーの例を表 1-6 に示す。 

 

表 1-6 主要穀物の栽培カレンダー例 

農 作 業 
コ メ メイズ コムギ 

中部 南部 中部 南部 中部 南部 

土地造り 4－5 月 5－7 月 1－2 月 1－2 月 10－11 月 10－11 月 

植 付 け 5－6 月 6－8 月 2－3 月 2－3 月 11－12 月 11－12 月 

収 穫 10－12 月 11－12 月 8－9 月 8－9 月 4－6 月 5－6 月 
南部：サムチ、チュカ、ダガナ、チラン、サルパン、シムガン、ペマガツェル、サンドップジョンカル県 

中部：ガザを除く上記以外の県 

出所：AMC 実績から調査団作成 
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コメ生産分布 

 
メイズ生産分布 

 
コムギ、ソバ、雑穀類、オオムギ生産量分布 

出所：Agriculture Statistics 2017 

図 1-2 主要穀物の生産分布 
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ブータンでは、農業を行う土地を 3 つに区分している。その内訳は水田（Wet Land）、畑作地

（Dry Land）及び果樹栽培地（Orchard Land）である。農業用地におけるこれらの比率を表 1-7

に示す。 

 

表 1-7 農業土地利用状況（2010、2016 年） 

単位：ha 
県

Dzongkhag 水田 畑 果樹 水田 畑 果樹

（20県） Wet Land Dry Land Orchard Wet Land Dry Land Orchard

ブムタン 24.7 2,883.9 11.5 68.6 3,330.7 0.0

チュカ 1,586.5 5,735.8 1,918.0 1,882.9 5,682.2 327.1

ダガナ 1,493.7 4,588.3 1,455.3 2,028.4 4,798.9 569.2

ガザ 143.6 386.3 0.0 148.4 309.9 0.0

ハ 88.5 2,068.5 624.6 181.4 1,486.8 49.6

ルンツェ 1,575.6 4,328.5 1.0 1,733.5 2,032.7 2.3

モンガル 436.4 5,300.0 3.3 687.4 5,832.1 10.0

パロ 1,763.7 3,555.8 1,023.7 1,888.4 2,886.6 686.8

ペマガツェル 82.6 4,837.1 335.1 18.3 2,787.2 859.9

プナカ 5,073.0 261.9 16.7 4,304.0 390.9 8.9

S/ジョンカル 1,147.6 6,731.3 249.1 1,121.0 4,212.4 163.2

サムツェ 5,680.5 8,149.7 3,533.4 4,312.3 10,079.8 410.5

サルパン 1,942.7 3,351.6 923.6 3,062.3 3,906.4 1,061.1

ティンプー 458.2 913.8 902.1 484.9 466.4 741.7

タシガン 1,439.5 4,982.3 0.0 1,658.6 8,149.2 4.1

タシヤンツェ 946.6 2,112.4 0.0 1,049.6 2,442.6 0.0

トンサ 1,082.0 1,205.0 0.0 1,231.8 1,321.7 2.2

チラン 1,527.2 2,867.5 314.4 2,080.7 3,320.4 303.5

W/ポダン 4,013.7 1,930.0 0.1 3,113.1 2,713.2 0.0

シェムガン 639.6 3,251.0 211.3 789.2 2,300.2 359.3

小　計 31,145.9 69,440.7 11,523.2 31,844.8 68,450.3 5,559.4

耕地計

合　計 112,109.8 105,854.5

2010年 2016年

100,586.6 100,295.1

 
出所： Bhutan RNR Statistics 2017 

 

上記表から、2016 年のブータン全国の農業用地面積は約 10 万 5,800ha である。そのうち水田

が約 3 万 1,800ha（約 30%）を占め、畑作地が約 6 万 8,400ha（約 65%）、果樹栽培地が約 5,600ha

（5%）を占めている。水田の耕地面積が 30%以上を占める県は、そうでない県と比較して、平

坦で傾斜の緩い土地の割合が多く、結果として棚田が多いと考えられる。また、畑作地の耕地

面積が 70%以上を占める県は、急峻な傾斜地や、緩慢な傾斜地に沿って天水農業に依存した畑

作地の割合が多いと考えられる。 

2010 年と 2016 年を比較すると田畑などの耕地は、大きく変化していないが、果樹栽培地は

50%以上の減少が見られる。要因として田畑の農業目的以外への開発は制限されているが、果

樹栽培地は比較的開発許可が得やすく、住宅地などに開発されたためである。 
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ブータンではコメを水田で栽培し、メイズ、コムギなどの穀物は水田と畑作地の両方で栽培

されている。畑作地は水田と比較して、険しい傾斜地に設けられているのが特徴で穀物の他に

園芸作物などが栽培されている。穀物はコメとメイズの二大穀物の他に、コムギ、オオムギ、

ソバ、ミレットなどが含まれる。園芸作物は、野菜（ジャガイモ、キャベツ、ニンジン、ダイ

コン、トマト等）、マメ類（リョクトウ、エンドウマメ等）、スパイス（カルダモン、トウガラ

シ、ショウガ等）、油脂種類（ナタネ、ダイズ、ゴマ等）などである。果樹栽培地ではリンゴ、

オレンジ、クルミ、プラム、ナシ、モモなどの果樹が栽培されている。 

12th FYP では、目標の一つである「食糧と栄養の安全保障の強化」を図るために食料自給率

の向上を掲げており、以下のように主要農作物の自給目標を定めている。 

 

表 1-8 12th FYP 食料自給率目標 

農 作 物 
ベースライン（%） 

（2015-17 年平均） 

目 標（%） 

（2023 年） 

コメ 46.7 60.0 

メイズ 86.0 92.0 

野菜類 87.0 100.0 
出所：12th Five-Year Plan 2018-2023 RNR Sector 

 

1-1-5 Phase1 プロジェクトの状況 

1-1-5-1 機材配置状況 

Phase1 プロジェクトで 2018 年に調達された耕耘機 353 台は当初計画の通り、郡賃耕サービス

用として各郡に配置されたが、運用効率を高めるために、そのうち 65 台は中央賃耕サービス用

として FMCL の支所である Regional FMCL（RFMCL）及び農業機械サービスセンター（Farm 

Machinery Service Center ：FMSC）に再配置されている。 

表 1-9 に Phase1 プロジェクトで調達された耕耘機の配置状況を示す。 

 

表 1-9 Phase1 プロジェクトで調達された耕耘機の配置状況 

単位：台 
 県 名 当初配置（台） 現在の配置(台) 郡数 

1 Paro 30 27 10 

2 Thimphu 6 10 8 

3 Chukha 20 20 11 

4 Samtse 30 30 15 

5 Haa 12 9 6 

6 Wangdi 22 0 15 

7 Punakha 20 18 11 

8 Gasa 8 6 4 

9 Trongsa 10 5 5 

10 Bumthang 0 0 4 

11 Sarpang 22 36 12 

12 Dagana 24 7 14 

13 Tsirang 24 9 12 
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 県 名 当初配置（台） 現在の配置(台) 郡数 

14 Zhemgang 15 18 8 

15 Trashigang 21 9 15 

16 Trashiyangtse 13 14 8 

17 Lhuntshe 8 10 8 

18 Pemagatsel 20 27 11 

19 S/jongkhar 18 7 11 

20 Mongar 30 26 17 
 小 計 353 288 205 
 RFMCL、FMSC に再配置 65  

 合 計 353 353  

出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

1-1-5-2 活用状況 

2018 年 2 月に 353 台の耕耘機全数が調達され、以来 2 シーズンの耕耘作業が行われている。

調査時は水田の耕耘作業はすでに完了しており、多くの耕耘機は各郡センター、RFMCL、FMSC

に戻っていた他、一部が畑の耕耘で貸し出されていた。各郡及び RFMCL 等に戻っている耕耘

機のいずれも、多くの稼働が行われた形跡が認められた。また一部の耕耘機は部品交換、及び

修理作業が行われ、機材の適切な維持管理が実施されている。 

また、FMCL では従来の紙記入のワークシートに加え、スマートフォンによる管理アプリケー

ション「Application System for Hiring」でワークシートを作成している。各地方の賃耕の最新デー

タは、FMCL にアップデートされ同アプリケーションの有効活用が図られていた。 

 

  
サムチェリン RFMCL 保管中のクボタ製耕耘機 Application System for Hiring System 

図 1-3 耕耘機による賃耕サービス 
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1-1-5-3 耕耘機の状況 

Phase1 プロジェクトにて調達された耕耘機に関しては、以下に示す不具合点をいくつか確認

できた。 

 

(1) ロータリー動力伝達部（Power Take Off：PTO） 

Phase1 プロジェクトではクボタ製耕耘機が調達された。過去、2KR（2nd Kennedy Round）で

調達されていたクボタ製耕耘機は日本国内の生産であったが、現在、耕耘機の日本国内需要が

減ったため、Phase1 プロジェクトではタイ国での生産となった。その際、ロータリーへの駆動

方式が、従来の国産クボタ及びヤンマー製と同様のサイドチェーンケース方式からダイレクト

ギア方式に変更された。この方式は、シングル・リバーシブルプラウ及びトレーラーを取り付

ける際、ロータリーのギアボックス接合部を外す必要があるため、事前にオイル抜き取りの作

業がある。そのため、圃場での分解作業は難しく FMCL は、この方式に不満を持っている。 

この問題については、クボタ・タイ生産会社も次期生産からの改造計画を進めており、すで

にプロトタイプ（ユニバーサルジョイント方式）1 台を FMCL に試験的に納入している。現在

AMC 及び FMCL にてその有効性を確認中である。 

 

  
サイドチェーンケース駆動方式 

2KR で調達機材 
ダイレクトギア駆動方式 

Phase1 プロジェクトで調達機材 

  
ユニバーサルジョイント駆動方式 

FMCL にて検証中 
ダイレクトギア駆動方式ではロータリー取外し時 
接合部がオープンになりギヤオイルが流出する 

図 1-4 ロータリー動力駆動方式 
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(2) スロットルケーブル部 

調達された耕耘機のほぼ全てのスロットルケーブルが切れていた。これは、ブータンの棚田

は狭隘であるため耕耘機の方向転換が多く、その際のスロットルの開閉が頻繁に行われること、

さらにケーブルへの給油が困難であることに起因すると考えられる。 

 

(3) ロータリーの刃とミッションケースの干渉 

耕耘作業中にプラウの刃先が曲がりミッションケースに干渉している事例が確認された。原

因としては、礫等が混ざった土壌で無理な運転をして刃先が曲がった状態で運転を続けたため

であると考えられる。 

 

  

切断したスロットルケーブル ロータリー回転刃とギアボックスケースの干渉 

図 1-5 スロットルケーブル、ロータリーの不具合 
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1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

農業林業省（Ministry of Agriculture and Forests：MOAF）は、賃耕サービスを促進するため 2013

年より AMC 直営の賃耕サービスを開始した。2016 年 1 月には、全国を 4 地域に分けて 102 台

の耕耘機を稼働させた。さらに賃耕サービスを全国的に展開するため、2013 年の 2KR によって

調達された 239 台の耕耘機を用いて、2015 年 9 月に全国 205 郡に各 1 台の耕耘機を配置し、郡

レベルの需要に対応する郡賃耕サービスを開始した。 

その後 2016 年 7 月から AMC の賃耕サービス業務を新たに設立した国営公社である FMCL に

移管した。FMCL では直営の賃耕サービスを中央賃耕サービス（Central Hiring Service）とし、

郡賃耕サービス（Gewog Hiring Service）と並立させ農業機械サービスを実施している。本プロ

ジェクトの先行案件である Phase1 プロジェクトによって 2018 年に調達された 353 台の耕耘機

は、主に郡賃耕サービスに配置され、賃耕サービス面積の増加に成果が現れている。 

しかしながら、賃耕サービスに対する農家の需要は大きく、現状の保有機材では需要を満た

していない。また、通常の耕耘機では使用が困難であった狭隘な棚田や比較的平坦で面積の大

きい圃場において、高い作業能力で対応できるような多機種による賃耕サービスの提供が求め

られている。さらに MOAF では、新規農業用地の開発や休耕地の再利用を促進しており、農業

用地の増加も見込まれている。このような状況において、12th FYP で掲げた農業機械化による

耕作面積目標を現状の機材で達成することは、困難であることが明らかになった。 

このような背景のもと、ブータン政府は国民の賃耕サービスへの需要に応えるべく、耕耘機

を含む農業機械を調達し、賃耕サービスの体制強化を図るために「第二次賃耕のための農業機

械整備計画準備調査」を我が国へ要請した。 

本プロジェクトは、ブータン全土において農業機械サービスに必要な農業機械を整備するこ

とにより、農民の農業機械へのアクセスを改善し、もって持続可能な経済成長に寄与すること

を目的とする。 

本調査は、要請の必要性及び妥当性を確認するとともに、無償資金協力案件として適切な概

略設計を行い、事業計画（調達機材の数量、仕様等）や機材の維持管理計画を策定し、概略事

業費を積算することを目的として実施した。本調査により協議・確認を行った最終要請機材を

表 1-10 に示す。 

 

表 1-10 要請機材内容 

当初要請 最終要請 

機種 数量 機種 数量 

耕耘機 400 台 耕耘機 200 台 

－ － 小型耕耘機 150 台 

－ － トラクター 30 台 

－ － コンバイン 20 台 

－ － ストーンピッカー 5 台 

－ － 整備機材（工具等） 1 式 

 

当初要請では耕耘機 400 台であったが、これまでの賃耕サービスで得た機材の運用実績及び

農民の要望などから、より多くの圃場条件で効率的な運用が可能となる多機種の農業機械が最

終要請となった。 
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1-3 我が国の援助動向 

我が国の主な援助概要（農業分野）は、表 1-11 の通りである。 

 

表 1-11 我が国の援助概要（農業分野） 

協力内容 実施年度 案件名／その他 概要 

開発調査 

1986-1988 ルンチ・モンガル農業総合開発計画 
開発計画の策定及び計画の技術的及び

財務・経済的妥当性の検証 

1993-1995 ウォンディフォドラン県地下水開発計画 

ウォンディフォドラン県の県都を中心

とする地域の地下水を中心とした水資

源開発の基本計画の策定 

2001-2002 地域農業・農道開発計画調査 

ルンツェ、モンガル両県の農業開発並

びに農産物市場へのアクセス改善と農

業生産性の向上を目的として農村道路

開発マスタープラン及びアクションプ

ランの策定 

技術協力 

プロジェクト 

2004-2009 
東部 2 県農業生産技術開発・普及支援計

画 

東部 2 県の農業生産性向上のための技

術研究・普及 

2008-2011 農業機械強化プロジェクト フェーズ１ 
農業機械の性能試験や適切かつ安全な

利用・維持管理体制の強化 

2010-2015 
園芸作物研究開発・普及支援プロジェク

ト 
東部 6 県を対象とした園芸作物の振興 

2011-2014 
農道架橋設計・実施監理能力 

向上プロジェクト 

農林省農業局及び県の農道架橋にかか

る調査設計、実施監理、及び維持管理

能力向上 

2014-2018 農業機械強化プロジェクト フェーズ 2 
農業機械の評価基準策定や農業機械作

業受託サービス体制の強化等 

2016-2021 中西部地域園芸農業振興プロジェクト 中西部における園芸農業振興 

無償資金協力 

1989 ､ 1990 ､

1993-1995 
パロ谷農業総合開発計画 

全国5地区の重点開発計画のなかで最

重要地区と位置づけられたパロ谷地区

の農業基盤整備 

1984-2004 食料増産援助（2KR） 
農業生産性を向上させるための農業機

械購入に必要な資金援助 

2006-2008 

2010、2013 
貧困農民支援（2KR） 

農業生産性を向上させるための農業機

械購入に必要な資金援助 

2004 農村道路建設機材整備計画 
東部 6 県を対象とした農村道路建設機

材の整備 

2009 第二次農村道路建設機材整備計画 
全国 20 県を対象とした農村道路建設機

材の整備 

2011 ノン・プロジェクト無償 
国外からの資機材等の購入のために必

要な資金援助 

2013 タクライ灌漑システム改善計画 

洪水被害の軽減に配慮した灌漑設備の

新設・復旧と、灌漑施設全体の効率的

な運用・維持管理 

2015 第三次農村道路建設機材整備計画 
全国20県を対象とした農村道路建設機

材の整備 

2016 賃耕のための農業機械整備計画 賃耕サービスに用いる耕耘機の整備 

出所：JICA 資料から調査団作成 
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1-4 他ドナーの援助動向 

賃耕サービスに対する他ドナーの支援はない。 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織体制 

本プロジェクトの監督省庁は、農業林業省（Ministry of Agriculture and Forest：MOAF）。実施

機関は、農業林業省農業局（Department of Agriculture：DOA）であり、実際の機材受け入れ先

は、農業機械の認証・トレーニング等を行っている農業機械化センター（Agricultural Machinery 

Center：AMC）及び賃耕サービスを実施している農業機械公社（Farm Machinery Cooperation 

Limited：FMCL）となる。MOAF の組織図を図 2-1 に示す。 

 

 

出所：MOAF 資料から調査団作成 

図 2-1 農業林業省組織図 

 

DOA は、本プロジェクトの担当部署である Agricultural Engineering Division の他、Agricultural 

Research and Extension Division、Agricultural Production Division、Research and Development Center、

National Centers/Field で 構成されている。 

Agricultural Engineering Division は、農業機械、農村道路、農道建設、灌漑施設など農業施設・

機材などの計画・建設・維持管理に係わるエンジニアリング全般を担当している。配下に農業

機械を担当する AMC 及び農村道路、灌漑施設、農地開発を担当する中央機械センター（Central 

Machinery Unit：CMU）を持つ。 
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AMC は、ブータンの西部地域のパロ県に位置し、1983 年の設立以来、一貫してブータンの

農業機械化の推進における中心的役割を担ってきた。また、本プロジェクトの機材受け入れ機

関の一つとして、農業機械の性能試験・認証、農家や賃耕サービス雇用オペレータへのトレー

ニングを実施している。2015 年より農家へ耕耘機等の農業機械とオペレータを派遣する農業機

械サービス（賃耕サービス）も実施していたが、賃耕サービス部門は 2016 年 7 月に設立された

国営公社である FMCL に業務が移管された。AMC は、本部パロの他にサルパン県サムチェリ

ン及びタシガン県カンマに支所である Regional AMC（RAMC）を配置する。これら本部及び支

所は、国内中西部地域をパロ本部が管轄し、南部地域をサルパン県サムチェリン支所、東部地

域をタシガン県カンマ支所がそれぞれ管轄している。AMC の組織図を図 2-2 に示す。 
 

 
出所：AMC 資料から調査団作成 

図 2-2 AMC 組織図 

 

我が国の 2KR 事業が 1984 から 2014 年にかけ実施され、延べ 3,000 台近くの耕耘機やその他

農業機械が調達されてきた。これら機材の受け入れ先は、AMC であり 30 年以上に及ぶ農業機

械活用のノウハウが現在も活かされている。 

また AMC に対して我が国は、技術協力プロジェクトである「農業機械強化プロジェクト 

フェーズ 1」（2008－2011 年）及び「農業機械強化プロジェクト フェーズ 2」（2014－2017 年）

を通して、各種農業機械の導入、試験・性能認証、製造及び賃耕サービスに係る技術能力の向

上を図ってきた。これらプロジェクトが終了した現在もボランティア派遣が継続されており、

ブータンにおける日本の農業技術及び農業機械への高い信頼が継続している。 

パロ県 

パロ本部：中西部地域管轄 

サルパン県 

サムチェリン支所： 

南部地域管轄 

タシガン県 

カンマ支所： 

東部地域管轄 
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AMC とならび本プロジェクトの機材受け入れ機関であり、賃耕サービスを実施するのは、

FMCL となる。2016 年に国営公社として独立するまで、現在の施設・人員は AMC に所属して

おり、現在の FMCL 社長は、前 AMC 所長が就いている。FMCL は国営公社であるため、管轄

省庁は財務省（Ministry of Finance）であるが、取締役会（Board of Directors）には、資産管理担

当省（Portfolio Ministry）として MOAF が加わっている。また、パロ本部及び支所（RFMCL）

も AMC 本部・支所と同じ敷地にある（ワンディポダン県バジョには、RFMCL のみ）。FMCL

の組織図を図 2-3 に示す。 

 

 
出所：FMCL 資料から調査団作成 

図 2-3 FMCL 組織図 
 
FMCL 取締役会（Board of Director）を以下に示す 

取締役会長 DOA 局長 

取締役 GNHC 長官 

取締役 経済省 小規模家内工業局局長 

取締役 財務省 予算局 Chief Budget Officer 

取締役 FMCL 社長 
 
FMCL は AMC が担っていた農業機械・部品の購入・製造販売、修理及び賃耕サービスが主

な業務内容であるが、近年は農家から休耕地等を借り上げて、直営の農業運営も実施している。

また、より農家へのサービスを迅速に行うことを目的に本部・支所の下に農業機械サービスセ

ンター（FMSC）を全国に配置している。本プロジェクトの先行案件である Phase1 プロジェク

ト調査を実施した 2016 年 1 月時点で、FMSC は全国に 8 ヶ所であったが、現在は 41 ヶ所に増

設され、農家へのサービス向上が図られている。図 2-4 に RFMCL 及び FMSC 位置図、表 2-1

に FMSC 配置状況を示す。 

農業機械化サービス部 
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出所：FMCL 資料から調査団作成 

図 2-4 RFMCL 及び FMSC 位置図 

 

表 2-1 FMSC 配置状況 

RFMCL パロ バジョ サムチェリン カンマ 

管轄地域 西部 5 県 中部 6 県 南部 3 県 東部 6 県 

管轄県 パロ(1) ワンディポダン(2) サルパン(3) タシガン(4) 

( )：FMSC 数 ティンプー(0) ガサ(0) チラン(0) ルンツェ(1) 

 チュカ(1) プナカ(0) シムガン(4) タシヤンツェ(1) 

 ハ(1) ブムタン(2)  モンガル(7) 

 サムチェ(3) トンサ(3)  ペマガツェル(3) 

  ダガナ(3)  サンドップジョンカル(2) 

FMSC 合計 41 6 10 7 18 
出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

2016 年の FMCL 発足当時は、各郡に配置された 1－3 台の耕耘機を用いる郡賃耕サービスの

他、中央賃耕サービスとして 4 ヶ所の RFMCL と 8 ヶ所の FMSC がサービスを実施していた。

中央賃耕サービスは、農繁期に郡賃耕サービスのみでは需要が賄えなくなるため、国内を 4 地

域に分け、農繁期に応じて柔軟に対応できる広域なサービス提供を目的としたものである。 

しかしブータンの地形は急峻な山岳地帯であるため、直線距離で 10km 程度であっても実際

の道路延長は、その 3 倍程度となり耕耘機の自走では、片道 3 時間以上を要する。賃耕サービ

スは移動時間も日単価料金に含まれるため、RFMCL 及び FMSC から遠隔地域ではサービスを

受けることが困難であった。そこで 2016 年以降 FMSC の増設を図り、2019 年 8 月現在は、41 ヶ

所の FMSC を配置しサービスを実施している。これによって、より広範囲の農家へのサービス

が可能になるとともに、同じ地域内でも異なる農繁期に順次対応ができるようになったため、

耕耘機の効率的な稼働が可能となった。 
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2-1-2 人員体制 

FMCL 及び RFMCL の人員体制を下記に示す。 

 

表 2-2 FMCL 及び RFMCL の人員体制 

単位：人 

 パロ 

FMCL 

パロ 

RFMCL 

バジョ 

RFMCL 

サムチェリン 

RFMCL 

カンマ 

RFMCL 
合 計 

管理職員 30 8 8 7 6 59 

技術・現場管理職員 32 31 29 31 60 183 

契約オペレータ 2 8 7 14 8 39 

合 計 64 47 44 52 74 281 
出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

FMCL では、パロ本部、各 RFMCL の管理職の下に技術・現場職員が配置され賃耕サービス

の運営を行っている。サービス現場で農業機械の運転を行うのは、年間契約のオペレータ及び

繁忙期に農民などから雇用するローカルオペレータである。契約オペレータは技術系職員とと

もに機材のメンテナンスを実施する。 

 

2-1-3 賃耕サービス 

2-1-3-1 賃耕サービスの現状 

FMCL では、2015 年に開始された郡賃耕サービス（Gewog Hiring Service）と 2016 年に開始

した中央賃耕サービス（Central Hiring Service）を実施している。もともと郡賃耕サービスは、

政府の方針である農業機械化を図るため、「一郡一耕耘機」のスローガンのもとブータン全 205

郡に一台の耕耘機を配置・運用することから始まったものである。主に 2KR で調達された耕耘

機でサービスを実施していたが、2018年に Phase1プロジェクトで調達された 353台も追加され、

現在は 853 台の耕耘機（小型含む）でサービスが実施されている。中央賃耕サービスは、当初

AMC が試験的に実施していたものを FMCL が引き継ぎ、現在は 104 台の耕耘機（小型含む）、

76 台のトラクターによる耕耘サービス及び 15 台のコンバインによる収穫サービスも実施して

いる。表 2-3 に各賃耕サービスの実施フローを示す。 

 

  
土地造りのための耕起（Plowing）、シングル・
リバーシブルプラウを使って掘り起こす 

耕起後の耕耘（Rotovating）、掘り起こした土
をロータリーで破土し平らに均す 

図 2-5 耕耘機による賃耕サービス 
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表 2-3 賃耕サービス実施フロー 

賃耕サービス 

フロー 

業務内容・担当者 

郡賃耕サービス 

Gewog Hiring Service 

中央賃耕サービス 

Central Hiring Service 

農家から申込み 

 

郡の農業普及員へ作業依頼書提出 

（村ごとにとりまとめる場合もある） 

依頼時に料金前払い 

RFMCL もしくは FMSC のサービスコー

ディネーターに作業依頼書提出 

依頼時に料金前払い 

作業計画・報告 

 

郡賃耕サービス管理者が作業時期、期

間、オペレータ配置の計画を行い

RFMCL に報告 

RFMCL で取りまとめ FMCL へ報告 

中央賃耕サービス管理者が作業時期、期

間、オペレータ配置の計画を行い

RFMCL に報告 

RFMCL で取りまとめ FMCL へ報告 

賃耕サービス実施 

 

郡賃耕サービス管理者のもと複数（4-5

人）の契約オペレータに作業指示 

機材は、各郡で保有 

中央賃耕サービス管理者のもと複数

（4-5 人）の契約オペレータに作業指示 

機材は、RFMCL、FMSC で保有 

農繁期は契約オペレータに加え、日雇いベースのローカルオペレータも雇用 

作業終了後、農家が作業依頼書に完了サインをする 

作業報告 郡賃耕サービス管理者から RFMCL へ作

業完了の報告→FMCL とりまとめ 

中央賃耕サービス管理者が RFMCL へ作

業完了の報告→FMCL とりまとめ 
 

農 業 普 及 員 
 
サービスコーディネーター 
郡賃耕サービス管理者 
 
中央賃耕サービス管理者 
契 約 オ ペ レ ー タ 
ロ ー カ ル オ ペ レ ー タ 

：MOAF から各郡へ派遣されている。賃耕サービス、作付け・収穫時期、種子肥

料、農薬、水管理等を農家に対して農業指導を行う 
：各 RFMCL に所属し賃耕サービスの受付、報告を行う 
：各 RFMCL から郡へ派遣され、サービスの計画・実施、オペレータの管理を行

う 
：RFMCL に所属し、サービスの計画・実施、オペレータの管理を行う 
：1 年契約のオペレータ。繁閑期は機材のメンテナンスも行う 
：繁忙期に日雇いベースで雇用する（作業賃金：500Nu/日、約 750 円）     

ローカルオペレータの多くは作業圃場地域の農民 
出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

郡賃耕サービスでは、耕耘機・小型耕耘機による耕起・耕耘作業がほとんどであるが、中央

賃耕サービスでは、その他にトラクターによる耕起・耕耘、コンバインによる稲刈り、脱穀、

田植機による田植え、刈取り機による刈取りやポンプ給水などのサービスも実施している。耕

耘機、小型耕耘機によるサービス料金は、同一となっている。表 2-4 に賃耕サービス料金を示

す。 

 

表 2-4 賃耕サービス料金（1 日当たり） 

単位：Nu／日（下段円） 

耕耘機 小型耕耘機 
トラクター 

18hp 

トラクター 

34hp 

トラクター 

34hp 以上 
刈取り機 コンバイン 田植機 

1,400 1,300 2,300 2,900 3,700 2,200 4,400 1,300 

2,200 1,950 3,450 4,350 5,550 3,300 6,600 1,950 
出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

郡賃耕サービスと中央賃耕サービスの違いは、申し込み先が郡であるか、RFMCL（または

FMSC）であるかと、使用する耕耘機が郡に配置されたものか、RFMCL（または FMSC）に配

置されたものかの違いであり、いずれも管理主体は RFMCL である。 

 



- 22 - 

郡賃耕サービスは、郡センターで機材を保有しているため、農民のサービスアクセスが容易

という利点はあるが、地形・気象条件がほぼ同一の郡内では、作付け時期が集中するため各農

家への賃耕サービス提供時期が重なり、少数の機材で全ての需要に応えるのは困難な場合があ

る。これらの需要に応えるために開始された中央賃耕サービスは、RFMCL、FMSC に複数機材

を保有し、作付け時期の異なる広域間でサービスを展開するため農家の需要に応じやすく、ま

た機材稼働率を高めることができる。 

FMCL は FMSC の拡充に伴い、FMSC が配置された地域周辺の郡賃耕サービス用耕耘機を

FMSC へ配置転換している。これは郡賃耕サービスでは、人材的に複数台の耕耘機を運用管理

することが困難であり、FMSC からのアクセスが容易となった郡には、1 台程度の耕耘機を残し、

それ以外は FMSC で運用管理を実施している。これにより、耕耘機の効率的な運用が図れると

ともに、FMSC で集中した適切なメンテナンスを実施することができるようになった。 

郡賃耕サービスは、地域農家にとってアクセスがし易い面があるが、運用台数が限定される

ため、必要な時期に常に利用できるとは限らない。また、郡に固定の耕耘機であるため、閑散

期に多地域での活用ができないなど、稼働率が低い点（中央賃耕サービスの約 1/10）が問題と

なっている。そのため FMCL では、郡賃耕サービスは最低限維持しつつも、FMSC を増設し郡

賃耕サービスで稼働率の低い耕耘機を FMSC へ移管することによって、機材稼働率を上げ、よ

り広範囲に賃耕サービスを展開する構想を持っている。具体的には、現在 41 ヶ所の FMSC を

90 ヶ所程度まで増設する予定である。これにより、現在、中央賃耕サービスを提供できない地

域もカバーできるようになる。 

 

2-1-3-2 賃耕サービスの実績 

FMCL 賃耕サービス実績のうち、開始年度である 2016 年は実績の情報が整っていないためそ

れ以降の実績を表 2-5 に示す。 
 

表 2-5 賃耕サービス実績 

単位：ha 

FMCL サービス種 2017 年 2018 年 

郡賃耕 5,739 5,146 

中央賃耕 4,106 5,346 

合 計 9,845 10,492 
出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

FMCL は、2018 年に 853 台の耕耘機（小型含む）で、郡賃耕サービスを実施した。同様に中

央賃耕サービスでは、100 台の耕耘機、4 台の小型耕耘機、76 台のトラクターを用いてサービ

スを実施している。FMCL によるとトラクターの作業能力は、耕耘機の約 3.6 倍であるため 76

台のトラクター作業能力は、約 274 台分の耕耘機作業能力に匹敵する。よって中央賃耕サービ

スは、耕耘機に換算すると 378 台でサービスを実施したこととなる。 

2017 年実績では、作業能力の大きな郡賃耕サービスのほうが、実績が上であるが 2018 年に

は、中央賃耕サービスの実績が上回るようになった。要因として中央賃耕サービスでは、2017

－18 年にかけてサービスセンターを 8 ヶ所から 41 ヶ所に増設し、より広範囲の農家を対象に

機材を効率的に運用できるようになったためであると考えられる。 
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2-1-3-3 賃耕サービスの収支 

ブータンでは、毎年 7 月から翌年 6 月を政府会計年度としているが、FMCL は国営公社であ

るため、1 月から 12 月を決算期間としている。FMCL が設立された 2016 年 7 月からの賃耕サー

ビスにかかる収支を表 2-6 に示す。なお 2016 年は、決算期途中で AMC と事業が分離され、支

出の仕分けが明確に行われなかったために FMCL としての支出・収支は不明とのことであった。 

 

表 2-6 賃耕サービス収支 

単位：Nu 

項 目 
2016 年 

（7－12 月） 

2017 年 

（1－12 月） 

2018 年 

（1－12 月） 

収 入 

 サービス料金 

 

4,705,743 

 

24,749,800 

 

25,940,219 

 補助金 8,832,882 42,520,694 42,513,537 

合 計 13,538,625 67,280,494 68,453,756 

（補助金率）※ 65% 63% 62% 

支 出 － 45,477,114 37,941,770 

収 支 － ＋21,803,380 ＋30,551,986 
※：収入合計に占める補助金の割合 

出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

AMC が賃耕サービスを実施していた当初は、サービス料金として農家が許容できる価格設定

とし、赤字分は政府の予算から補填していた。FMCL も同様のサービス料金で開始し、政府は

料金収入に対する比率で補助金を交付している。この補助金率は徐々に下げていく方針で 2016

年に 65%であったものが、2017 年には 63%、2018 年には 62%となり、2019 年現在は 60%となっ

ている。赤字を穴埋めする補填ではなく、サービス収入に対する比率で補助金が交付されてい

るため、現状では利益を上げた収支となっている。支出の主な内訳は職員・オペレータ等の人

件費、機材・部品購入費、燃料費等である。 

FMCL の収支は現状で黒字であるが、今後の補助金率の低下に対応すべく、農業機械の整備

や FMCS の拡充を図るとともに、サービスの効率化によって収益性を上げ、企業体力を増強す

る方針としている。 

 

2-1-3-4 民間による賃耕サービス 

現時点で会社組織のような民間による賃耕サービスは存在しない。耕耘機を所有している農

家が、自家耕作の合間を見て近隣の耕作を請け負っている。依頼は携帯電話などにより受け付

けている。前もって予定を立てなければならない FMCL の賃耕サービスと比べて、依頼後、比

較的早期にサービスを受けられる利便性がある。水田の用水を天水に頼る地域では、降雨後す

ぐに耕作を開始する必要があるため、対応の早い民間サービスの利用がみられる。また操作に

熟練した耕耘機所有者がオペレータであるため、作業効率が高いことも民間の優位性である。

料金は耕耘機作業が 3,000Nu／日程度、小型耕耘機作業が 2,000Nu／日程度となっている。また

日割りでなく時間割サービスもあり耕地面積に応じて柔軟なサービスを受けられる（地域、季

節によりばらつきがある）。民間サービスにはこのように利便性があるものの、価格が高いため

農家は FMCL のサービスを受けることを望んでいる。 
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2-1-4 既存施設・機材 

2-1-4-1 既存機材の配置状況 

FMCL では、郡賃耕サービスと中央賃耕サービスの 2 つの方法で農業機械によるサービスを

実施している。郡賃耕サービス用に配置されている各県毎の耕耘機、小型耕耘機、トラクター

の台数を表 2-7 に示す。 

 

表 2-7 郡賃耕サービス機材の配置状況 

単位：台 

 県 耕耘機 小型耕耘機 トラクター 合計 

1 Paro 47 2 0 49 

2 Thimpu 22 4 0 26 

3 Chuka 31 9 0 40 

4 Samtse 60 0 0 60 

5 Haa 21 9 0 30 

6 Wangdi 48 0 0 48 

7 Punkasa 53 2 0 55 

8 Gasa 13 2 0 15 

9 Trongsa 15 10 0 25 

10 Bumthang 4 0 4 8 

11 Sarpang 60 0 0 60 

12 Dagana 30 19 0 49 

13 Tsirang 22 12 0 34 

14 Zhemgang 39 1 0 40 

15 Trashigang 48 18 0 66 

16 Trashiyangtse 27 14 0 41 

17 Lhuntshe 28 14 0 42 

18 Pemagatsel 44 8 0 52 

19 S/jongkhar 31 7 0 38 

20 Mongar 61 18 0 79 
 Total 704 149 4 857 

出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

郡賃耕サービスでは、ブムタン県のみ 4 台のトラクターが配置されているが、それ以外は耕

耘機と小型耕耘機のみによる賃耕サービスを行っている。 
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中央賃耕サービス用として、各 RFMCL（FMCS を含む）に配置されている農業機械の台数を

表 2-8 に示す。 

 

表 2-8 中央賃耕サービス機材の配置状況 

単位：台 

 農 業 機 械 
パロ 

RFMCL 

バジョ 

RFMCL 

サムチェリン 

RFMCL 

カンマ 

RFMCL 
合 計 

1 耕耘機 30 43 7 20 100 

2 小型耕耘機 0 1 1 2 4 

3 トラクター18hp クラス 8 3 25 6 42 

4 トラクター34hp クラス 6 2 15 5 28 

5 トラクター34hp 超 1 0 3 2 6 

6 コンバイン 7 1 5 2 15 

7 刈取り機 42 17 6 11 76 

8 動力脱穀機 21 6 6 4 37 

9 移植機 11 8 6 6 31 

10 水ポンプ 4 5 4 0 13 
 合 計 130 86 78 58 352 

出所：FMCL 資料から調査団作成 

 

2-1-4-2 既存機材の現状 

(1) 耕耘機、小型耕耘機の現状 

これまで調達してきた耕耘機は、耕耘機の中でも比較的大型で作業能力が高く、適用範囲が

広いバランスの良いモデルであった。しかし、このモデルは平地や幅の広い棚田では問題ない

が、大型で重量が約 330kg あり、特に、急峻な地域にある幅の狭い棚田においては最適なモデ

ルとはいいがたく、棚田内での転回や、棚田から棚田への移動が困難を極め、作業能力が低下

していた。 

 

  
耕耘機は広い圃場での作業効率は優れている 

（ワンディポダン県） 
急峻な棚田の幅は狭く耕耘機の転回は困難 

（モンガル県） 

図 2-6 広い圃場と狭い棚田における耕耘機の運用状況 

 

ブータンではこのような特に急峻な地域に対応するため、小型耕耘機の配備検討を始めた。

検討の結果、小型耕耘機の有効性を確認できたため、自己資金により小型耕耘機の導入を進め

ている。 



- 26 - 

表 2-9 に耕耘機と小型耕耘機の主な仕様を示すが、耕耘機に比べ小型耕耘機はエンジンが小

型で、重量は軽く、大きさも小さいことがわかる。小型耕耘機は小型軽量と引き換えに、耕耘

機に比べ耕作作業の能力は劣る。また、耕耘機ではオペレータは牽引したトレーラーに乗用し

て農機具の運搬等が行える一方、小型耕耘機はトレーラーを牽引する事ができない。 
 

  
耕耘機にトレーラーを装着した状態 

小型耕耘機はトレーラーを牽引できない 
耕耘機で牽引してきたトレーラーは圃場近くに 
駐機する。トレーラーにはロータリーなどを 

積載し圃場で耕耘機に装着する。 

図 2-7 トレーラーを牽引している耕耘機 

 

表 2-9 FMCL で運用されている耕耘機と小型耕耘機の主な仕様の比較 

項 目 
耕耘機 

（ヤンマー製 YZC-D） 

小型耕耘機 

（三菱マヒンドラ製 MM658AS） 

エンジン ディーゼルエンジン、583cc ガソリンエンジン、181cc 

最高出力 11.1ps 6.3ps 

排気量 583cc 181cc 

寸法 L:2,145mm×W:866mm×H:1,210mm L:1,560mm×W:700mm×H:1,110mm 

重量 331kg 78kg 

耕幅 600mm 420mm 

主な作業内容 

シングル・リバーシブルプラウによる耕起作業 

ロータリーによる破土・均平作業 

ロータリーによる代掻き 

トレーラーが牽引可能で、圃場までの移動や農

機具等の運搬 

シングル・リバーシブルプラウによる

耕起作業 

ロータリーによる破土・均平作業 

ロータリーによる代掻き 

出所：メーカーカタログから調査団作成 

 

小型耕耘機は、自己資金により日本メーカー（三菱マヒンドラ製）の小型耕耘機が導入され

ている。ブータン側が要請している小型耕耘機は、このモデルと同等の仕様であり、急峻な地

形のブータンに適した仕様と言える。 
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表 2-10 小型耕耘機の概略仕様 

項 目 要 求 仕 様 

エンジン ガソリンエンジン 

最高出力 4.7ps 以上 

排気量 178－182cc 

重量 75－80kg 

耕幅 420mm 

PTO からロータリーへの

動力伝達方式 
サイドチェーンケース方式 

主なアクセサリー ロータリー、シングル・リバーシブルプラウ、深耕用ローター、鉄車輪 

 

本機種は、日本で流通している日本製のモデルをそのまま導入しており、導入以来、優れた

品質を保ち、故障等大きなトラブルは生じていない。メカニックへのヒアリングや現車確認の

中でもリコイルスターターの紐が切れている個体が確認できたが重大な故障は確認できなかっ

た。 
 

  
整備のために郡からパロ県の FMCL 本部に 

送られてきた小型耕耘機 
小型耕耘機に添付されたパロ県の FMCL 本部へ

の作業依頼書（ハ県、Samar 郡に所属、スパーク
プラグ交換等の作業依頼が記載されている） 

図 2-8 小型耕耘機の維持管理 
 
これらの小型耕耘機は耕耘機同様、149 台が全国の郡に配備されており、それ以外は全国 4

か所ある RFMCL のうちの 3 か所の RFMCL 支部に 4 台配備されている。 
 

  
郡センターの軒先に駐機された 

小型耕耘機（手前）と耕耘機（奥） 
（チラン県 Tsirang 郡） 

Tsirang 郡周辺の棚田は急峻な地形にあり 
耕耘機では棚田間の移動が困難となる 

図 2-9 郡に配備された小型耕耘機 
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小型耕耘機の配備先の特徴としては、本調査で訪問したチラン県 Tsirang 郡のように急峻な地

形の多い地域を中心に配備されていることが分かる。一方、パロ県、サムツェ県、サルパン県、

シムガン県は比較的平地が多い地域であるため、小型耕耘機に比べ作業能力の高い耕耘機が多

く配備されている。 

 

(2) トラクターの現状 

トラクターは、2KR で調達された日本メーカーのクボタ、シバウラ製のトラクターが配備さ

れている。配備されているトラクターのクラスは大きく分けて 18ps、34ps、それ以上の馬力を

有する３クラスのトラクターが配備されている。これらのトラクターは牽引する作業機（ロー

タリー、ディスクプラウ、ストーンピッカーなど）によってトラクターのクラスを使い分けて

いる。 

 

 
ストーンピッカーを牽引している 

75ps クラスのクボタ製大型トラクター 
（サルパン県ゲレフ地方） 

ロータリーを装着して水田で代掻き中の 
34ps クラスのクボタ製トラクター 

（サルパン県ゲレフ地方） 

図 2-10 既存トラクター 

 

FMCL はトラクターの仕様として、34ps クラスを要請している。トラクターの使用目的は、

トラクターにロータリーを取り付け、比較的平地の耕作地で耕耘作業を行うためである。34ps

クラスのモデルであれば汎用性も高く、南部地域のように比較的平地で広い水田であれば、耕

起、代掻き作業を効率的に実施するのに適している。 

 

 
トラクター用のロータリー 

耕耘機に比べ一度に広い範囲の耕作作業を行うことが可能 

図 2-11 トラクター用ロータリー 
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表 2-11 トラクターの概略仕様 

項 目 要 求 仕 様 

寸法 
全長：2,775－2,945mm 

全幅：1,405－1,435mm 

エンジン ディーゼルエンジン、1,640－1,665cc 

定格出力 34.5－39.5ps 

重量 1,085－1,155kg 

運転席 キャノピー 

主なアクセサリー ロータリー 

 

トラクターに関しても日本メーカー及び日本製のモデルが配備されている。適切な維持管理

状態により運用はされているが、調達してから年数が経過しているため、経年劣化による損傷

等が多少みられる機材も確認できた。 

 

 

経年劣化によりキャノピーの損傷、さび等若干の損傷があるが運用上問題ない 
（サルパン県 Gelephu） 

図 2-12 既存トラクター 

 

トラクターの配備地域の特徴としては、比較的平地の地域である南部サムチェリン支部に多

くが配備されている。 

 

(3) コンバインの現状 

ブータンでは耕耘機が調達されて以来、耕耘作業を主に機械化が進められてきていたが、稲

の刈取りと脱穀作業に関しては機械化が遅れており、人手による作業が未だ主となっている。 

FMCL には刈取り機が 76 台配備され、一部機械化が進められてきたが、この機材は稲を刈る

だけで、集めることはできず（日本には稲を刈取り後、まとめる機能まで有する「バインダ」

という機械がある）人手により稲を集める必要がある。また、コンバインのように脱穀作業も

行うことはできないため、別途、圃場外で脱穀機を利用して脱穀作業を行う必要がある。 

コンバインの場合、圃場で脱穀ができるため農民はその場で脱穀された籾を受け取ることが

可能となる。 
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刈取り機（稲の刈取り専用機械）が RFMCL

に配備されている（バジョ支所） 
ハイアリングのためにトレーラーに乗せられた 

脱穀機（カンマ支部ルンツェ県） 

図 2-13 RFMCL に配備されている刈取り機と脱穀機 
 

表 2-12 RFMCL に配備されている刈取り機と脱穀機の台数 

RFMCL 刈取り機（台） 脱穀機（台） 

パロ（西部） 42 21 
バジョ（中部） 17 6 
サムチェリン（南部） 6 6 
カンマ（東部） 11 4 

合 計 76 37 
出所：FMCL 資料から調査団作成 

 
一方、コンバインは 2014 年に、2KR で調達され、ブータン内でコンバインの有効性が認めら

れたため、自己資金により日本メーカー（三菱マヒンドラ製）のコンバインが、現在 15 台配備

されている。要請しているコンバインもこのモデルと同等の仕様である。日本では本仕様のモ

デルよりも大型のコンバインも使われているが、ほとんどの水田が棚田で、かつ狭いブータン

の圃場においては、最も小型である 2 条刈りモデルが最適であると考えられる。 

将来的には南部の棚田ではない平地の水田での使用に特化した、1～2 クラス程度大型のコン

バインが必要となることも想定される。 
 

表 2-13 コンバインの概略仕様 

項 目 要 求 仕 様 

最大出力 15.9－21.1ps 

刈取り部の条数 2 条刈 

脱穀部の方式 自脱式 

こく粒処理部 ホッパ式（2 口）、袋詰め 

主なアクセサリー アルミブリッジ（圃場進入用） 

 

コンバインも小型耕耘機同様、日本で流通している日本製のモデルをそのまま導入しており、

導入以来、優れた品質を保ち、故障等大きなトラブルは生じていない。メカニックへのヒアリ

ングや現車確認の中でもベルト類の消耗品の必要性は確認できたが、刈取り部のデバイダ部、

籾を脱穀するこぎ胴部分、履帯等の足回り部分等も問題なく機能しており重大な故障は確認で

きなかった。 



- 31 - 

  
過去 2KR にて調達された日本製コンバイン 

（パロ FMCL 本部） 
脱穀部のこぎ胴のこぎ歯も問題ない 

（パロ FMCL 本部） 

図 2-14 既存小型耕耘機 

 

これらのコンバインは、所有している台数が少ないこと、耕耘機に比べ年間を通して使用す

る期間が限られていること、メンテナンスが耕耘機に比べ難易度が高いこと等を考慮して郡に

は配備されておらず、すべてのコンバインは全国 4 か所の RFMCL に配備されている。 

コンバインが配備されている RFMCL の特徴としては、比較的平地の地域を管轄する西部の

パロ支所や南部のサムチェリン支所に多く配備されている。また、この 2 地区にはコンバイン

同様、耕耘機と小型耕耘機も多く配備されておりブータンの稲作において「耕耘機＋コンバイ

ン」という一連した農業機械化が進められていることが分かる。 

 

2-1-4-3 既存整備施設・機材の現状 

(1) 整備施設 

FMCL では 4 か所の RFMCL と 41 か所の FMSC において耕耘機の修理や部品の手配及び給油

脂の販売を行っている。 

小規模な部品交換は FMSC で行い、修理は RFMCL で行われている。各 FMSC には 1 名以上

の技術者が配置されている。 

 

  
パロ RFMCL 修理工場 サムチェリン RFMCL 修理工場 

図 2-15 RFMCL の修理工場 
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(2) 整備機材 

耕耘機の維持管理は高度な技術を必要とせず、特殊な維持管理用機材は必要としない。現地

調査にて整備機材について確認したが、耕耘機の維持管理に必要な最低限の維持管理用機材（溶

接機、コンプレッサー、グラインダ等）は揃っている。ただし、一部老朽化や不足が見られる

整備機材があるため、適切な機材整備を行うため機械工具等の調達について検討する。また作

業が終わった後に洗車することは、維持管理上不可欠であるため高温高圧水洗浄機についても

検討を行う。 

 

  
修理設備（コンプレッサー・旋盤など） 

サムチェリン RFMCL 
溶接機 

パロ RFMCL 

図 2-16 RFMCL 修理設備・機材 

 

(3) 農業機械サービスセンター（FMSC） 

FMSC は現在 41 箇所に配置されており、耕耘機のメンテナンスの他油脂類（燃料、オイル、

グリス等）も備蓄している。同サービスセンターには AMC／RFMCL でトレーニングを受けた

メカニックが常駐している。 

 

  
チラン県の FMSC 備蓄されている燃料 

図 2-17 FMSC の施設 
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2-1-4-4 オペレータ及び技術者トレーニングの現状 

オペレータ及び修理技術者の研修は、AMC 傘下の農業機械化トレーニングセンター（AMC 

TC）にて計画的に行われている。同センターは 40 人の宿泊設備を持ち、研修費用は AMC が支

払い、地方からの研修生を受け入れている。また、パロ以外、サムチェリン及びカンマの RFMCL

でも行われている。研修内容は運転操作のみならずメンテナンスについても行われている。本

プロジェクトの調達機材の一部は、同センターにも配置され各種研修に使用される予定である。 

AMC より入手した 2018－2019 年の研修計画は以下のとおり。 

 

表 2-14 2018－2019 年研修予定表 

Sl.
No

Trainees Durations TimesTraining Activity AMTC, Paro RAMC, Trashigang

Nil

2 times
July-August,

December - January

FMCL, Geog
Extensions,

Private firms

RAMC,Sarpang

September, November,
January & March

January - february,
May - June

Nil March  - May

Nil

Nil Nil

Nil

August,
April

February,
June

Nil

1
Operation and maintenance training on
Power tilller

1 month 8 times
  January -February,

 March - April
FMCL,Farmers,

Private firms

4
Farm machinery entrepreneurship
development course

2 months 2 times
July - August,

January - March
TTI trainees

3
Farm mechanization awareness and
management course

10 days

2
Operation and maintenance training on
Tractor

2 months 2 times April - May
FMCL,Farmers,

Private firms

7 Basic farm mechanization course for CNR 7 days 1 time OctoberCNR students

5 Farm machinery mechanic training 10 days 7 times
Agust -September,
December-January,
February - March

FMCL, Farmers
Private/Govt

Nil10 Post harvest machinery training 10 days 1 time Nil  May
Farmers, Agencies,

FMCL

Daily

9
Refreshers course on care & maintenance
and test on farm machines

4 days 5 times January - February
December,

April
December

Daily8 Direct test on power tiller and tractor Daily daily DailyALL

All at sites

 
出所：AMC 資料から調査団作成 

 

研修は、オペレータに対する各機材の運転操作トレーニング、メカニックに対するメンテナ

ンストレーニング、農業機械マネージメントなど 10 コースに分かれている。 

 

  

トレーニングセンターの教室 研修用耕耘機 

図 2-18 AMC トレーニングセンター 
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2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

本プロジェクトの機材が納入されるパロの FMCL には、必要な広さの耕耘機組立て場所及び

駐機スペースがある。また機材が配置される RFMCL、FMSC にアクセスする道路は整備されて

おり、水道・電力も備わっている。国内輸送に用いられるインド国境のプンツォリンからパロ

までは、舗装道路が整備されているが、雨季には道路への洪水や土砂崩れの可能性があるため

輸送に際して十分留意する必要がある。 

 

2-2-2 自然条件 

2-2-2-1 地形 

ブータンはヒマラヤ南西山嶺に位置し、国土の標高差が非常に大きく、南部の標高 100m か

ら北部の 7,550m にわたっている。3,000m 以上の高地は、全国土の 44.6%、1,200m から 3,000m

の中高度地域は 40.3%、1,200m 未満の低地は 15.1%を占めている。南部の限られた地域を除く

と国土のほとんどが急峻な山岳地形となっている。 

 

表 2-15 標高別面積の割合 

 
出所：Bhutan RNR Statistics 2017 

 

米生産の多い農業県であるパロ県、プナカ県でも比較的高い標高に土地が多く、このことは

急峻な斜面に、等高線沿いに狭い水田が作られていることを示している。また、サルパン県な

ど南部の極限られた地域では、平野部があるため平坦な水田を作っている。 
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急峻な斜面に、等高線沿いに作られた 

幅の狭い棚田（プナカ県） 
南部の限られた地域では、比較的平坦な 

水田がある（サルパン県） 

図 2-19 ブータンの圃場 

2-2-2-2 地質 

ブータンの地形は、その多くが山間部河川の浸食、運搬、堆積作用により形成された河川地

形であると考えられる。よって地質としては、岩盤以外のほとんどが河川堆積による砂礫混じ

り粘土－シルトとなっている。河川流域の未開墾地には、人頭大の礫も多数混在するため農地

開発にはこれらの礫を除去する必要がある。また現在営農している圃場であっても除去しきれ

ない小礫が混在している場合が多い。 

圃場における農業機械の移動性・作業性については、これまでの実績もあることから地質的

な問題は特にないが、砂礫質の土壌によって農業機械ローターの刃などの摩耗、損傷が日本よ

り多いことが分かっている。 

 

2-2-2-3 気候 

南北にかけての標高差により気候も南北で大きく変化し、以下の 3 つに大別される。 

 標高 3,000m 以上の北部ヒマラヤ山脈の高山・ツンドラ気候 

 標高 1,200m から 3,000m の中部のモンスーン気候 

 標高 1,200m 未満の南部タライ平原の亜熱帯性気候 

サルパン県などブータン南部は年間を通して暑く、湿気が多い気候であり、北部は万年雪が

残る高山気候である。谷も多いブータンでは、狭い範囲であっても標高によって気候が変化す

ることも多い。降雨量は短時間に変化する傾向があり、年間降水量のほとんどが雨期（モンスー

ン期：6月中旬から 9月）に集中している。年間降水量は、南部インド国境地帯で 3,000－5,000mm、

南西部ヒマラヤ傾斜地帯では 1,200－2,000mm、内陸中央渓谷地帯で 500－1,000mm、4,000m 以

上の高山地帯では 500mm 以下となっている。 
 

  
パロ県 降水量 バロ県 気温 

標高：2,260m  年間降雨量 1,820mm 
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サルパン県 降水量 サルパン県 気温 

出所：Climate-Data. ORG 

図 2-20 パロ県（中部地域）、サルパン県（南部地域）の気候 

 

2-2-3 環境社会配慮 

本プロジェクトは、賃耕サービスを支援するための機材調達であり、環境社会配慮のカテゴ

リー分類は C である。また、過去の無償資金協力で調達された同様の機材による環境社会影響

がないことを確認した。 

 

標高：210m  年間降雨量 3,720mm 
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第 3 章 プロジェクトの背景・経緯 

3-1 プロジェクトの概要 

ブータンでは「耕起＋破土・均平作業」を 15 日間で終えなければ穀物栽培に適切な時期を逃

し収穫の多寡に大きな影響を与えるとされている。これまでの 2KR により 3,000 台近い耕耘機

が調達されてきたが、これは耕耘機を購入できる比較的大規模で資金的な余裕のある農家が恩

恵を受け、大多数の小規模農家は未だに人力や牛耕に頼っている。このため所定の期間内に作

業を完了できず、適切な作付けの時期を逃す場合もある。また近年、若者の都市部への流出や

農村部の高齢化による労働力不足によって耕作放棄による休耕地の増加も生じている。これら

は作物生産量の増加を阻害する一因となっている。こうした状況を受けブータン政府は 12th 

FYP において、食料自給率の向上を目的の一つとして掲げ、農地開発や休耕地の再利用などと

共に農作物の増産を目標としている。 

こうした農産物の増産を図るため、FMCL では、賃耕サービスをより広範囲に展開し、今ま

で賃耕サービスにアクセス困難であった農家や、より広いニーズに応えるサービス提供を計画

している。これにより賃耕サービスによる耕作面積を拡大させ、17.7％である耕耘機械化率を

2023 年までに 24.3％へ引き揚げることを目標としている。 

本プロジェクトは、賃耕サービスに必要な農業機械を調達することにより、農家の農業機械

へのアクセスの改善及び農業生産性の向上を図り、もってブータンの食料安全保障の改善に寄

与することを目的とする。 

 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

(1) 基本方針 

本プロジェクトはブータン全土を対象とし、圃場条件等により数種の農業機械が要請され

た。以下に協力対象範囲として要請機材の妥当性について述べる。 

FMCL の農業機械運用報告書や各 RFMCL の賃耕サービス担当者によると、急峻で幅の狭

い棚田では、通常の耕耘機を転回させるのが困難である。また、耕耘機を上段の棚田に移動

させる時は、畦道がないためオペレータと補助員（農家）の 2 人で 300kg を越える耕耘機を

上下から人力で持ち上げている。これを急峻な棚田で行うのは危険を伴い困難である。一方、

小型耕耘機は 80kg 程度であるため、容易にこれを行うことができる。また、幅の狭い圃場で

の転回も容易である。農業機械化を進めていくためには、ブータンに数多く存在する狭隘な

棚田に対応する必要があり、小型耕耘機の必要性は高い。 

また作業効率の高いトラクターは、比較的平坦で規模の大きな圃場がある南部の平地やパ

ロ、プナカなどで効率的に賃耕サービスを提供できるため必要性が高い。 

収穫機械のコンバインについては、人力による稲の刈取りでは、刈取り後、そのまま圃場

に置き乾燥をさせ、後に脱穀を行う。しかし雨期後期の刈取り後の乾燥時に降雨があると稲

穂が濡れ、品質低下を起こす。コンバインによる収穫では、刈取りと同時に脱穀を行い、袋

詰めされ農家の倉庫に収納する。乾燥は天候の良い日に天日干しを行うため、品質の低下が

生じない。よってトラクターと同様、平坦で規模の大きな圃場がある地域では、その必要性

が高いと考えられる。 
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ストーンピッカーは、主に農地開発のため開墾した土地に含まれる礫を除去する目的で要

請された。12th FYP においても農地開発は重点項目に挙げられており、未開墾地に礫を多く

含むブータンの農地開発には礫の除去が必須であるため、ストーンピッカーの必要性は十分

理解できる。しかし、現状で FMCL は礫除去を賃耕サービスとして実施しておらず、休耕地

の再開発を僅かに行っているにすぎない。農地開発は主に農村道路建設、灌漑施設維持管理、

農地開発を実施している DOA 傘下の中央機械センター（CMU）が実施している。よってス

トーンピッカーは、本プロジェクトの目的である農業機械の整備による賃耕サービスの向上

と主旨が異なると判断し、本プロジェクトの調達機材から除外する方針とする。 

各機材の仕様については、ブータンの圃場に適した実績のあるものとし、台数については

12th FYP を受けて FMCL が掲げた目標を達成するために最低限必要な規模とする。 

 

(2) 自然環境条件に対する方針 

ブータンは国全体の 7 割以上が標高 1,800m 以上にあり、急峻な地形となっている。その一

方で、パロやインド国境沿いには比較的平坦な地形が見られる。よって本計画では地形に合

わせた効率的な作業が行える機種を選定する。 

 

(3) 運営・維持管理に対する方針 

FMCL 及び AMC は、これまで調達された農業機械の運営維持管理を適切に実施している。

特に FMCL の全国 4 か所にある RFMCL では自ら部品の販売網を構築しており、部品の調達

体制も構築されている。また、RFMCL では部品の調達のみならず、修理維持管理体制や

AMC トレーニングセンターを活用したオペレータのトレーニング体制を構築しており維持

管理体制は充実している。よって機材運営、部品管理の手法について、FMCL は十分な能力

を有している。 
 
(4) 交換・消耗部品の調達に対する方針 

FMCL は独自に交換部品や消耗部品の調達ルートを確立しており、メーカーへ直接、部品

を計画的に発注している。部品の出入庫・在庫数はコンピューターによって管理されている。

そのため、部品の在庫は常時確保しており、部品類の調達で問題になることは基本的にはな

い。よって、交換部品、消耗部品は運用初期に必要となる最小限の調達を検討する。 

 

(5) 機材のグレードの設定に係る方針 

FMCL、AMC は過去、我が国の支援で調達された日本メーカー製農業機械の品質及び操作

性を高く評価している。よって、性能・品質面で優れている日本メーカーと同等の性能・品

質をグレードとして設定する。 

 

(6) 調達方法、工期にかかる方針 

本計画で調達される機材は、複数機種となり、メーカーによってはブータン向けに出荷可

能な機種が限定される場合がある。よって競争性を確保する観点から 2-3 ロット程度に入札

ロット分けを行い、調達を実施する。 
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耕耘機は調達台数が多いため、製造工場からの輸送が 4 回程度に分けられる。また、現地

到着後に本体とエンジンを組み立てる必要があるため、現地到着時期と組立期間を検討して、

効率的な作業工程となるように船積み時期を調整する。 

 

(7) 調達国に係る方針 

現在、FMCL のみならずブータンで普及している農業機械の多くが日本メーカー製である。

そのため、オペレータ、メカニックもこれらの製品の取り扱いに習熟している。さらに交

換・消耗部品の調達や維持管理も民間代理店に依存せず、独自の維持管理ネットワークを構

築しているため、日本メーカー製品であれば調達後の運用が円滑に行われることが期待され

る。また、故障が少なく稼動率の高い日本メーカー製の農業機械に対する信頼は高く、ブー

タン側は、日本メーカー製の農業機械を強く希望している。 

以上より、本調達計画では日本製もしくは日本メーカーの第三国製を中心に、調達先を検

討する。 

 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

3-2-2-1 全体計画 

本プロジェクトにより調達される農業機械は、FMCL が運営・管理を行う賃耕サービスのた

めにブータン全国で使用される。対象作業は、圃場の耕耘（耕起、破土・均平）作業及び収穫

作業である。また、耕耘機はブータン側で用意するトレーラーを牽引し作物等の運搬に用いる

ことも考慮する。 

配置先は FMCL 配下の RFMCL 及び FMSC となり、建屋や駐機場は確保されており問題はな

い。 

 

3-2-2-2 機材計画 

(1) 機材台数 

1) 耕耘機、小型耕耘機、トラクター 

FMCL では、12th FYP における農業機械化計画の目標として、2023 年には賃耕サービス

による 17,008ha の耕耘作業を行うこととしている。これは 2018 年のベースライン 10,492ha

に対して、6,516ha 増の目標値となる。この面積は、耕耘機の年間作業能力（実績：19.85ha

／台・年）で換算すると、約 328 台（6,516ha／年÷19.85ha／台・年）となる。 

前述したように、本プロジェクトの要請機材では、耕耘のために耕耘機の他、小型耕耘

機及びトラクターが計画に含まれているため、それら機材の年間作業能力の実績をもとに

要請機材で実施可能な年間作業面積を以下のように算定する。 
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表 3-1 必要な耕耘作業機械の数量（1） 

機 種 

A B C=A×B 

要請台数 

（台） 

年間作業実績 

（ha／台・年） 

年間作業面積 

（ha／年） 

耕耘機 200 19.85 3,970 

小型耕耘機 150 10.13 1,520 

トラクター 30 70.88 2,126 

合 計 380 － 7,616 

 

上記機材を全て賃耕サービスに稼働させた場合、7,616ha の賃耕サービスが可能であるが、

DOA では調達機材の一部を常時実施しているオペレータトレーニングのために、AMC ト

レーニングセンターへ配置する計画としている。トレーニングセンターへの配置台数につ

いては、AMC が計画した各機材オペレータへのトレーニングに必要な台数を基にした。ま

た、それと合わせ日常整備、修理等のために 1 割程度の機械が稼働できないことによる機

械稼働率4を考慮すると、以下のように要請機材による年間作業面積を算定できる。 

 

表 3-2 必要な耕耘作業機械の数量（2） 

機 種 

A B C D E=(A-B)×C×D 

要請台数 

（台） 

トレーニング 

センター配置 

（台） 

年間作業実績 

（ha／台・年） 

稼働率 

（%） 

年間作業面積 

（ha／年） 

耕耘機 200 6 19.85 90 3,466 

小型耕耘機 150 6 10.13 90 1,313 

トラクター 30 2 70.88 90 1,786 

合 計 380 14 － － 6,565 

 

上記より、トレーニングセンターへの配置と稼働率を考慮した上で、12th FYP の目標を

達成するために計画・要請された耕耘に用いる機材の機種・台数は妥当であると考えられ

る。また、FMCL は Phase1 プロジェクトで 353 台調達された耕耘機のために、オペレータ

確保、トレーニング実施及び予算確保を行った実績から、同規模の農業機械導入にかかる

これらの実施について計画・実施能力があると判断できる。 

 

2) コンバイン 

人力による稲の刈取りは、低い姿勢で長時間にわたる作業のため、大変重労働であり、

農村での労働力不足が進む中、機械化が課題となっている。また、人力の刈取りでは、稲

穂を乾燥のため数日間、圃場に放置するが、その間の降雨による品質低下も問題となって

いる。コンバインによって刈取りと同時に脱穀し、別途天候の良い時期に乾燥を行うこと

でこれらの問題を解決することが可能となる。 

 
4 稼働率：農繁期において、1 日あたりの稼働台数を全体台数で割ることにより算出。 

FMCL への聴き取り調査によると農繁期に修理等で稼働できない機材を除いた稼働可能な機械台数は

概ね 9 割以上であるため、必要台数の算定では安全側の余裕を考慮し稼働率を 90％と設定。 
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現在 FMCL では、15 台のコンバインにより刈取りと脱穀のサービスを実施しているが、

農家からの要望が高く、その需要に応えるべく計画を立てている。12th FYP では、コンバ

インによる収穫面積のベースライン 805ha（2018 年）に対して、1,140ha 増の 1,945ha を目

標として挙げており、以下のように要請機材による年間作業面積を算定できる。 

 

表 3-3 必要なコンバインの数量 

機 種 

A B C D E=(A-B)×C×D 

要請台数 

（台） 

トレーニング 

センター配置 

（台） 

年間作業実績 

（ha／台・年） 

稼働率 

（%） 

年間作業面積 

（ha／年） 

コンバイン 20 1 67.0 90 1,146 

 

上記より、トレーニングセンターへの配置と稼働率を考慮した上で、12th FYP の目標を

達成するために計画・要請された収穫に用いるコンバインの台数は妥当であると考えられ

る。 

 

3) 整備機材 

FMCL では、保有する農業機械の点検・整備を実施しているが、老朽化した工具や品質

の劣る工具を使用しているため、点検・整備時に適切な部品の締め付けが出来なかったり、

部品を損傷したりする可能性がある。また、Phase1 プロジェクトにより保有機材が増えた

ことやサービスセンターを増設したことにより、工具類の不足が生じている。 

整備時には、使用後に付着した泥や油脂を洗浄し、清潔な状態で部品の分解・組立を行

う必要がある。RFMCL 及び AMC トレーニングセンターでは、十分な洗浄機器を保有して

いないため、高圧温水洗浄機の配置を計画する。 

本プロジェクトの実施によって、さらに保有機材が増えることを考慮し、適切な整備に

必要最低限必要と考えられる以下の整備機材の調達を計画する。 

 

表 3-4 必要な整備機材の数量 

整備機材 
RFMCL 

4 ヶ所 

FMSC 

41 ヶ所 

AMC TC 

1 ヶ所 
合計 

機械工具セット 16（4×4set） 41（41×1set） 0 57 式 

高圧温水洗浄機 4（4×1unit） 0 1 5 台 

特殊レンチ 8（4×2units） 0 0 8 個 

トルクレンチ 8（4×2units） 0 0 8 個 

グリースガン 8（4×2units） 0 0 8 個 

TC：トレーニングセンター 

 

(2) 機材仕様 

1) 耕耘機、小型耕耘機 

① 耕起作業 

耕耘機等にプラウ（鋤）を装着し、牽引してブレードを圃場の表面に食い込ませ、土を
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耕す作業であり、土壌を反転させ、新鮮な栄養分を地表へ運び、作物の残渣や雑草などを

土中に埋め込んで腐植させることを目的とする。プラウは、砕土効果は低いが深耕効果が

高い。本作業を行うためにプラウは、耕耘機 1 台に付き 1 台を装備する。プラウ形式は FMCL

で実績があり、狭い圃場に適しているシングル・リバーシブルプラウとする。機材選定に

際しては、維持管理面から既存の耕耘機との互換性のある仕様とする。 
 

  
プラウによる耕起作業 シングル・リバーシブルプラウ 

図 3-1 耕起作業（Plowing） 
 

② 破土・均平作業 

耕耘機の動力を利用し、回転体で圃場の表面を耕す作業であり、ブータンでは耕起作業

後の大きな土塊を細かくし、平らに均すために必要な作業である。砕土効果が高いが、深

耕は困難なため、耕起作業とセットで作業する必要がある。ロータリー機能は、本体機能

の必須条件とする。 
 

  
ロータリーによる破土・均平作業 ロータリー作業後の土塊 

図 3-2 破土・均平作業（Rotovating） 
 

本プロジェクトで計画される調達機材は、過去 FMCL、AMC で使用実績があり、ブータ

ンの圃場条件に適した仕様とする。 

 

2) トラクター及びコンバイン 

トラクター及びコンバインについても FMCL、AMC で実績がある機種と同等で、ブータ

ンの圃場条件に適した仕様とする。 

 

3) 機材仕様 

本プロジェクトでは、ブータン側が強く要望する日本メーカー製品の仕様と合致する条

件を基に、各機材の仕様について以下の基本仕様とする。 

ロータリー作業前 

ロータリー作業後 
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表 3-5 に調達機材の主要仕様を示す。 

 

表 3-5 調達機材の主要仕様 

機 種 
台 数 

（台） 
仕 様 主な付属品 

耕耘機 200 定格出力：10.0－11.5ps ロータリー 

シングル・リバーシブルプラウ 

鉄車輪など 

小型耕耘機 150 定格出力：4.7ps 以上 ロータリー 

シングル・リバーシブルプラウ 

鉄車輪、深耕用ローターなど 

トラクター 30 定格出力：34.5－39.5ps 

キャノピー 

ロータリーなど 

コンバイン 20 定格出力：15.9－21.1ps 

2 条刈り、自脱式 

ホッパ方式（2 口） 

アルミブリッジなど 

 

(3) 交換・消耗部品 

定期交換部品・消耗部品は、民間の代理店から調達することも可能であるが、調達実績の

ある日本メーカーの部品に関しては、FMCL による調達ルートが確立されており、容易に調

達可能であるためアフターサービス上、問題になることはない。 

FMCL はコンピューターにより部品数、品目を管理しており、常に部品庫に定期交換部

品・消耗品を確保している。よって調達する交換・消耗部品は初期の運用に必要な最小限に

とどめ、運用初期の 2 年間程度に必要な品目と数量とする。 

 

3-2-2-3 機材配置計画 

FMCL が想定する各地域における機材需要と機材展開計画に基づいた、調達機材の配置案

を以下に示す。 

 

表 3-6 調達機材配置案 

機 種 

RFMCL 

AMC TC 合 計 パロ 

（西部） 

バジョ 

（中部） 

サムチェリン 

（南部） 

カンマ 

（東部） 

耕耘機（台） 50 50 44 50 6 200 

小型耕耘機（台） 20 35 39 50 6 150 

トラクター（台） 6 3 14 5 2 30 

コンバイン（台） 9 2 5 3 1 20 

整 

備 

機 

材 

機械工具セット（式） 10 14 11 22 0 57 

高圧温水洗浄機（台） 1 1 1 1 1 5 

特殊レンチ（個） 2 2 2 2 0 8 

トルクレンチ（個） 2 2 2 2 0 8 

グリースガン（個） 2 2 2 2 0 8 
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耕転機は、各地域でほぼ同数の配置とし、小型耕耘機は狭隘な棚田への需要が豊富に見込

める地域の台数を多くする。また、トラクターとコンバインについては、比較的規模の大き

な圃場がある西部及び南部への配置を多くする。AMC トレーニングセンターへの配置は、各

機材に必要なオペレータ人数に対し、年間を通じてトレーニングを実施するために必要な台

数を確保した。整備機材については、主に RFMCL に配置し、各 FMSC にも機械工具セット

（1 セット）を配置する。 

 

3-2-2-4 ロット分けについての検討 

本プロジェクトで調達される機材は、複数機種となり、メーカーによってはブータン向け

に出荷可能な機種が限定される場合がある。よって競争性を確保する観点から 2-3 ロット程

度に入札ロット分けを行い、調達を実施する。 

 

3-2-2-5 ソフトコンポーネントの検討 

FMCL、AMC では過去、本プロジェクトと同様の農業機械が調達されており、これらの仕様

は調達機材と同様である。農業機材の運用・維持管理についても熟知し、農業機械に係るトレー

ニング実施など十分な実績と能力を有しているためソフトコンポーネントは実施しない。 

 

3-2-3 調達計画 

3-2-3-1 調達方針 

(1) 事業実施主体 

本計画が日本国政府の無償資金協力により実施される場合の両国関係機関の体制を図 3-3

に示す。 

 

 
 

図 3-3 事業実施関係図 

 

日本国政府  
ブータン国政府 

日本法人のコンサルタント 

各契約書の認証 
実施機関 

（農業林業省・農業局） 

交換公文（E/N） 

機材調達契約 

国際協力機構 贈与契約（G/A） 

・実施設計（入札図書作成） 

・入札補助、機材調達監理 

・検収監理 

・操作、取り扱い指導監理 

日本法人の納入業者 

・資機材調達 

・輸送 

・納入、組立、検収 

・操作、取り扱い指導 

コンサルタント契約 

機材調達監理 
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本計画のブータン側実施機関は、農業林業省農業局（DOA）である。我が国の無償資金協

力の制度に従い、実施設計及び調達監理は日本法人のコンサルタントが担当し、本計画の機

材調達についても日本法人が主契約者となる。 

 

(2) 相手国政府 

実施機関のもと、調達した機材を運営・維持管理するのは FMCL、AMC である。FMCL は、

パロ県の本部、パロ支所とウォンディポダン県バジョ支所、サルパン県サムチェリン支所及

びタシガン県カンマ支所がある。機材の主要な運営管理業務は、本部及び各支所において実

施している。 

 

(3) コンサルタント 

E/N 及び G/A 締結後、DOA は速やかに日本のコンサルタントとの間で役務契約（コンサル

タント契約）を締結する。契約したコンサルタントは、本計画の実施設計、入札図書作成、

入札執行補助及び調達監理業務等についてエンジニアリングサービスを提供し、本計画の機

材引渡し完了まで責任を負う。 

 

(4) 機材納入業者 

入札参加資格制限付き一般競争入札により、要求された品質・仕様について審査に合格し、

落札した納入業者は、DOA と本プロジェクトで計画された機材の納入に関し、契約を締結

する。 

 

3-2-3-2 調達上の留意事項 

調達される機材は、日本より約 8,800km を約 1 ヶ月間かけて海上輸送し、インド国のコルカ

タ港で陸揚げされる。コルカタ港にて仮通関を行い、その後、インド国内を 776km 内陸輸送さ

れ、ブータン国との国境のプンツォリンで通関手続きが行われる。さらに、そこから約 426km

の距離にあるパロ県の FMCL に搬入され、組立後、ブータン側に引き渡される。 

FMCL までの内陸輸送・組立までは日本側で行われるが、引き渡し以降、各支所までの機材

輸送はブータン側で実施される。各支所への機材配置数量は、表 3-6 に示したとおりである。

このような輸送条件で機材調達を行うため、機材納入業者は海上輸送、陸揚げ中、及び内陸輸

送中（インド、ブータン国内）に起こり得る破損、盗難等による瑕疵責任について、ブータン

側との間で齟齬が生じないように措置する必要がある。 

指定場所に機材が納入された後、納入業者は納入機材全てに関し、組立及び試運転・動作確

認を行い、機材の正常な作動を確認した上で、ブータン側に機材を引き渡す。また、引き渡し

後、納入業者は FMCL に対し、速やかに操作・取り扱い及び点検・整備に関する指導を実施す

る。 
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3-2-3-3 調達区分 

FMCL までの輸送費、荷下ろし及び組立費用を含む機材調達に係る全てのコストは、日本側

負担となる。FMCL での機材引渡し以降、各支所までの輸送費等一切の費用は、ブータン側負

担とする。表 3-7 に両国の負担区分を示す。 

 

表 3-7 両国政府の負担区分 

項 目 内 容 
負担区分 

備 考 
日本国 ブータン国 

機材調達 機材調達 

海上･陸上輸送 

通関手続き 

内国輸送 

組立・試運転 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

通関場所まで 

免税措置を含む 

通関場所以降 

操作指導等 操作指導 

点検整備指導 

○ 

○ 

 

 

 

維持管理業務 機材回送 

保管場所確保 

機材維持管理 

 ○ 

○ 

○ 

機材配置先への回送 

 

3-2-3-4 実施設計及び調達監理計画 

(1) 基本方針 

E/N 及び G/A 締結後、無償資金協力の枠組みに基づき E/N に示された業務範囲において、

日本法人コンサルタントがブータン国政府とのコンサルティング業務契約を結び、実施設計

及び調達監理業務の実施に当たる。コンサルタントは、事業実施の背景、協力内容の策定に

係る概略設計の経緯・趣旨を十分に理解した上で業務に当たることが重要である。 

調達監理者は、機材の仕様詳細・操作方法に明るく、操作指導や点検整備指導の監理業務

経験を有する専門家とする。 
 

(2) 実施設計業務 

実施設計業務の主要内容は、次の通りである。 

 着手協議、現地確認 

 機材仕様のレビュー 

 入札図書作成 

 入札図書の説明･承認取得 

 入札業務補助（公示、図書配布、入札執行、結果評価） 

 契約促進補助（契約交渉、契約立会い、契約認証手続き） 

 

(3) 調達監理業務 

調達監理業務の主要内容は、次の通りである。 

 機材発注書の発行確認 

 工場検査・出荷前検査 

 船積み前検査（第三者機関へ委託） 
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 現地事前打合せ（搬入スケジュール、免税措置確認、初期指導実施要領） 

 組立及び初期操作指導・点検整備指導立会い 

 検収・引渡し 

 完了報告書の作成 

 プロジェクトモニタリングレポート（PMR）作成のサポート 

 

(4) 機材製作期間 

全ての調達機材は受注生産になるため、発注から製作・出荷前検査までの製造納期につい

てメーカーからの見積にて情報収集を行った。メーカーからのヒアリングの結果から機材納

期は 4－6 ヶ月程度と想定される。耕耘機出荷は台数が多いため、1 回を 50 台程度とし、出

荷ロットは 4 ロット程度に分けて出荷し、現地での組立を実施する。 

また、各機材は工場出荷前検査において外観検査、性能試験票及び梱包状況の確認をコン

サルタントが実施する。 
 

表 3-8 機材製造納期（予定） 

機材名 納  期 

耕耘機 全製造期間 6ヶ月程度。1ロット 50 台、4ロットで出荷 

小型耕耘機 全製造期間 6ヶ月程度。1ロット 50 台、3ロットで出荷 

トラクター 全製造期間 5ヶ月程度。1ロット 30 台で出荷 

コンバイン 全製造期間 5ヶ月程度。1ロット 20 台で出荷 

整備機材 全製造期間 4ヶ月程度。1ロット 1式で出荷 

 

(5) 船積み前検査 

機材が工場から出荷され、港湾に搬入された時点で第三者検査機関による船積み前検査を

実施する。検査項目は、Packing List（出荷明細書）等の船積み書類の確認と機材の照合で、

内容に相違がなければ検査証及び報告書が発行される。 

船積みはメーカーからの出荷に合わせて行われるが、工場や港湾での保管が困難なため、

船積み前検査についても各機材が港湾に搬入された時点で適宜実施する必要がある。表 3-9

に船積み前検査の実施回数を記す。 

 

表 3-9 想定される船積み前検査回数 

機材名 検査回数 検査場所 

耕耘機 2 回 日本、インドネシア、タイ 

耕耘機アクセサリー 1 回 日本 

小型耕耘機 2 回 日本 

トラクター 1 回 日本 

コンバイン、整備機材 1 回 日本 

合 計 7 回 － 
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(6) 最終仕向け地の機材置場及び機材の開梱・組立作業 

機材の最終仕向け地はパロにあるAMCとFMCLの敷地である（敷地は図3-4の赤点線部）。

到着した機材は仮置き・組立倉庫（図 3-5）に仮置きされ、開梱、組立作業行う（図 3-6）。

その後、完成した機材は出荷前機材置場（図 3-7）に移動させ、出荷を待つこととなる。なお、

「仮置き・組立倉庫」の床面積は 45m×30m、「出荷前機材置場」は 40m×10m の敷地を有

する。 

Phase1 プロジェクトで機材を調達した際は「仮置き・組立倉庫」を全面使用できたが、現

在は本倉庫の約半分は小型耕耘機、コンバイン等様々な農業機材の在庫置き場となっている。

そのため、本プロジェクトでは輸送されてきた機材の仮置き、組立作業場所は本倉庫の約半

分の 23m×30m のみを利用することで計画する。 

このように、組み立て作業の実施に制限があるため、表 3-8 のように機材は分割出荷し、

工場出荷のタイミングを適切に計画する必要がある。 

 

 
図 3-4 パロ AMC と FMCL の全体写真 

 

  
Phase1 調査時 今回調査時（在庫の小型耕耘機） 

図 3-5 仮置き・組立倉庫の倉庫内の様子 

 

45m 30m 

仮置き・組立用倉庫 

出荷前機材置場 

10m 40m 
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以下に概略の組立作業計画を示す。 

 

 
図 3-6 組立作業計画（仮置き・組立倉庫） 

 

 
図 3-7 出荷前機材置場 

 

(7) 検査・引渡し 

全ての機材は、ブータン国パロの FMCL まで日本側が運搬を行う。機材の現地到着後、調

達業者（商社）とブータン側により機材の検収をコンサルタント立会のもと行う。検収内容

は、全ての機材に対しての数量、外観、作動確認、付属品及び交換部品の確認となる。 

 

3-2-3-5 品質管理計画 

調達される機材が、契約によって定められた品質・仕様を満たしていることを確認するため

に、調達業務の各段階において、コンサルタントは下記の検査を実施する。 

 機材製造工場における出荷前検査 

 船積み前検査 

 機材引渡し時の検査 

 

30
m 

：耕耘機 
（約 2.3m×0.9m） 

 
 

 

12m 

 
 
 

搬入出口 

耕耘機仮置場 

50 台 

23m 

 

 

 

 

利用不可エリア 
10
m 

12m 

13
m 

3 段×4台×４列+2 台

=50 台

開梱エリア 

組立てエリア 

40m 

10m 

45m 
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3-2-3-6 機材調達計画 

(1) 調達先 

現在、FMCL が使用している機材のほとんどが日本メーカー製である。そのためオペレー

タ、メカニックも日本メーカー製機材の取り扱いに習熟しているとともに、その品質・性能

を高く評価している。よって、本調達計画では日本メーカー製品を調達先とする。調査時点

で日本メーカー製農業機械の原産国は、日本、タイ、インドネシアとなる。 

また、現地調査では、日本メーカー製品の普及度、品質、性能、サービス体制及び部品供

給体制が整っていることを確認した。表 3-10にブータンにおける農業機械の代理店情報を示

す。 

表 3-10 ブータンにおける現地代理店情報 

社 名 概 要 

M/s KUENGA 

AUTOMOBILES 社 

（パロ市内） 

過去、2KR でクボタ、

ヤンマーの耕耘機

の代理店経験あり。

耕耘機、トラクター

の修理可能   

大型車両のメンテナンスも

行っている 

ディーゼルエンジンのオーバー

ホール作業中のメカニック 

STCBL 社 

（パロ市内） 

shrachi 社（インド

製 マ イ ク ロ テ ィ

ラー製造）、トヨタ

自動車正規ディー

ラー、TATA 社（イン

ド自動車大手）等の

正規ディーラー 
  

整理整頓された整備工場 整理整頓された部品庫 

 

 

 

(2) 調達ルート 

本計画における機材の輸送ルートは、図 3-8 の通りとなる。 

 

 
図 3-8 輸送ルートの概要 

日本主要港 

インド 
コルカタ港 

第三国製品 

製造国主要港 

ブータン 
プンツォリン 

陸送 

（約 7 日） 
AMC パロ 

最終仕向け地 

海上輸送（コンテナ船） 
（約 22 日） 

海上輸送（コンテナ船） 
（約 30 日） 仮通関 

（約 5 日） 

本通関（最大約 7 日） 

陸送 

（約 1 日） 

（第三国調達品）
輸送日数合計＝約 42 日～50 日 

（日本調達品） 
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1) 海上輸送 

日本調達品、第三国調達品ともに主要港からインドのコルカタ港まで 40 フィートコンテ

ナによる海上輸送となる。コルカタ港での沖待ち、荷下ろし、仮通関等含め、輸送期間は

約 27 日～35 日を要する。 

 

2) インド国内（陸送） 

コルカタ港からブータンとインド国境のプンツォリン間は陸送となる。1 編成 5 台程度

のトレーラーで編成を組み、7 日程度かけて輸送する。総輸送距離は約 780km である。 

 

3) ブータン、インド国境（通関） 

ブータンとインド国境のプンツォリンで本通関となり約 2 日程度要する。 

免税手続きとしては、機材がプンツォリンに到着する前に、日本の調達業者（商社）が

船積毎の Invoice、Packing list、Certificate of Origin、Insurance copy（各原本）を DOA に提

出する。DOA はそれら書類に基づき免税申請書類（Import duty application）を作成し、E/N、

G/A とともに財務省の国税局（Department of Revenue and Custom）に提出する。国税局は免

税証明書をプンツォリンの税関に送付することにより、機材の免税措置が行われる。これ

らの手続きは最大でも一週間程度で完了する。 

 

4) ブータン国内（陸送） 

プンツォリンから機材納入先である FMCL が位置しているパロ県への輸送は、１日程度

である。全機材の輸送開始から完了まで約 42～50 日要する。 

 

3-2-3-7 初期操作指導計画・運用指導等計画 

全ての調達機材に対して、機材の適切な操作方法及び日常点検、定期点検についての指導を

行う。FMCL では調達機材の取り扱いは、熟知しているため最小限の初期操作・運用指導にと

どめ、特に留意が必要な取扱い及びメンテナンス手法に重点を置く。 

 

3-2-3-8 ソフトコンポーネント計画 

ソフトコンポーネントは実施しない。 
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3-2-3-9 実施工程 

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力に基づき実施され、その工程は表 3-11 のようになる。 

 

表 3-11 事業実施工程 

計画内容最終確認

機材仕様書等のレビュー

入札図書作成 ： 現地作業

入札図書承認

入札公示 ： 国内作業

図渡し、内容説明

入札

入札評価

業者契約

機材製作

製品（工場）検査・出荷前検査

船積み前機材照合検査

海上・国内輸送

調整・試運転、初期操作・運用指導

検収・引渡し

調

達

工
程

６ ７ ８ ９

実
施

設

計

１ ２ ３ ４
項目

所　　要　　月　　数

１０ １１ １２ １３ １４５

計4.5ヶ月

計9.5ヶ月

 
 

3-3 相手国側分担事業の概要 

本プロジェクトが我が国の無償資金協力で実施される場合のブータン側分担事項は、以下の

とおりである。 

 銀行取極め（B/A）に基づく、本邦銀行に対する銀行取極め手数料の支払い 

 本計画に従事する日本人の業務遂行のためのブータンへの入国・滞在時及び政府関係機

関訪問に係わる便宜供与 

 本計画に従事する日本人及び日本法人に対する関税及びその他国内税の免除 

 本計画に係わる調達機材の通関業務に必要となる書類の作成、免税措置 

 調達機材の運用に係る予算及び人員の確保 

 FMCL 本部から各支所までの輸送 

 調達機材の適正かつ効果的な使用及び維持管理の実施 

 本計画に関し、無償資金協力として日本側が負担する以外の全ての費用負担 

 

実施に係る便宜供与、免税措置に関しては、Phase1 プロジェクトの受入実績からも問題はな

いと考えられる。また、機材の維持管理についても、過去の類似案件で適切な予算措置・人員

配置が行われた実績があるとともに、FMCL は本プロジェクトにおいても予算・人員の確保を

計画しているため、実施可能であると考えられる。 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

調達機材は FMCL で運営・維持管理が行われる。過去に調達された保有機材と同様に、機材

が配置された RFMCL において日常点検、定期点検等が確実に実施されると考えられる。 

本プロジェクトで機材が調達された場合、FMCL 賃耕サービスで新たに必要となるオペレー

タの数は最大 400 人である。各 RFMCL は、配置される調達機材数から表 3-12 に示す新規オペ
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レータが必要となる。なお、農業機械トレーニングセンターは、調達機材を用いた研修を行う

ための指導員が必要となるが、既存機材の指導員と兼務も可能であると考えられる。 

 

表 3-12 新規オペレータ数 
単位：人 

機 種 

RFMCL 

AMC TC 合 計 パロ 

（西部） 

バジョ 

（中部） 

サムチェリン 

（南部） 

カンマ 

（東部） 

耕耘機 50 50 44 50 6 200 

小型耕耘機 20 35 39 50 6 150 

トラクター 6 3 14 5 2 30 

コンバイン 9 2 5 3 1 20 

合 計 85 90 102 108 15 400 

 

新規に雇用されるオペレータは、AMC トレーニングセンターで各機材の操作・取扱い、基本

的なメンテナンス方法についての研修を受ける。耕耘機、小型耕耘機については、1 ヶ月間、

トラクター、コンバインについては 2 ヶ月間の研修コースであり、十分な技能習得が可能となっ

ている。 

 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

本プロジェクトを実施する場合に必要となる事業費総額は 4.27 億円となり、先に述べた日本

側とブータン側の負担区分に基づく経費内訳は、以下に示す積算条件によると日本側 4.27 億円、

ブータン側 0.20 百万円となる。ただし、ここに記載する日本側負担の事業費は、即交換公文上

の供与限度額を示すものではない。 

 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 概略総事業費 

427 百万円 

 

(2) 日本側負担経費 

費 目 概略事業費（百万円） 

機材調達費 391 

実施設計・調達監理費 36 

合 計 427 

 

(3) ブータン側負担経費 

費 目 
経 費 

百万 Nu 百万円 

銀行取極め手数料 0.12 0.21 

合 計 0.12 0.21 
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3-5-2 積算条件 

(1) 積算時点 

積算時点は現地調査帰国月 2019 年 8 月とする。 

 

(2) 通貨の交換レート 

米ドルの交換レートは、積算時点の前月末日（2019 年 7 月 31 日）より過去 3 ヶ月間の TTS

平均レート（出典：三菱 UFJ 銀行）で積算を行う。 

ブータンの現地通貨単位はニュルタム（Nu）であるが、現地の経済は隣国インドの影響が

強いために、インドルピー（INR）も現地通貨と同じ価値で流用されている。よって現地通

貨 Nu の交換レートは、INR と等価として積算時点の前月末日（2019 年 7 月 31 日）より

過去 3 ヶ月間の TTS 平均レート（出典：三菱 UFJ 銀行）で積算を行う。 

米ドル対日本円 ： 1.00 US$ = 109.71 円 

現地通貨対日本円 ： 1 Nu = 1 INR = 1.73 円 

 

(3) 税金の処置 

本計画で調達される資機材に対しての関税、付加価値税等、ブータンでのあらゆる税につ

いて免税されるものとする。 

 

(4) 価格変動 

本計画では価格変動を加味しない。 

 

(5) その他 

積算にあたって使用した基準は下記のとおりである。 

「無償資金協力案件に係る協力準備調査設計・積算マニュアル（機材編）2019 年 10 月」 

 

(6) ソフトコンポーネント費 

本計画ではソフトコンポーネント費は計上しない。 

 

3-5-3 運営・維持管理費 

新たに必要となる人員のうち、操作に熟練を要するトラクターとコンバインのオペレータは、

年間契約の契約オペレータを雇用し、耕耘機と小型耕耘機は作業毎のローカルオペレータを雇

用すると以下に示す 15,125 千 Nu（26,166 千円）の年間人件費が新たに必要となる。 

 

表 3-13 新たに必要となる年間人件費 

機 種 
人数 

（人） 

人件費 

（千 Nu／年） 

耕耘機 200 5,900 

小型耕耘機 150 3,225 

トラクター 30 3,600 

コンバイン 20 2,400 

合 計 400 15,125 
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各機材の運営に必要な年間の燃料・油脂費は、移動時間も含め 1 日 8 時間の実稼働と想定し

た場合、以下に示す 32,930 千 Nu（56,969 千円）の燃料・油脂費が必要となる。 

 

表 3-14 必要となる燃料・油脂費 

機 種 
台数 

（台） 

燃料費 

（Nu／台・年） 

油脂費 

（Nu／台・年） 

小 計 

（千 Nu／年） 

耕耘機 200 70,706 890 14,319 

小型耕耘機 150 53,526 445 8,096 

トラクター 30 268,921 22,000 8,728 

コンバイン 20 85,566 3,783 1,787 

合 計 400 － － 32,930 

 

また、日常・定期整備に必要な維持管理費については、修理部品等で以下に示す 4,410 千 Nu

（7,629 千円）の維持管理費が必要となる。 

 

表 3-15 必要となる維持管理費 

機 種 
台数 

（台） 

維持管理費 

（千 Nu／台・年） 

小 計 

（千 Nu／年） 

耕耘機 200 10 2,000 

小型耕耘機 150 5 750 

トラクター 30 30 900 

コンバイン 20 38 760 

合 計 400 － 4,410 

 

以上より調達機材に係る年間の運営・維持管理費の総額は、52,465 千 Nu（90,764 千円）とな

る。また、これらは以下に算定される調達機材による賃耕サービス料の増収と、それに伴う政

府補助金の合計額となる 79,419 千 Nu（137,395 千円）により賄われる。 

 

表 3-16 調達機材による収入見込み 

機 種 
台数 

（台） 

賃耕サービス料 

（千 Nu／台・年） 

補助金※ 

（千 Nu／台・年） 

小 計 

（千 Nu／年） 

耕耘機 200 82.6 109.5 38,420 

小型耕耘機 150 54.6 72.4 19,050 

トラクター 30 191.4 253.7 13,353 

コンバイン 20 184.8 245.0 8,596 

合 計 400 － － 79,419 

※補助金は賃耕サービスへの補助金率 60％（2019 年）実績と過去の低減率から 57％（2021 年）で算定 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

事業実施の前提条件となる相手国負担事項等は、表 4-1 に示す通りである。 

 

表 4-1 事業実施のための前提条件 

項 目 内 容 備 考 

先方負担事項 調達機材によって実施する賃耕サービスが継続されるために

は、政府からの補助金交付が継続される必要がある。これまで、

ブータン政府は、FMCL 賃耕サービスに対して必要な補助金を

交付している実績があることから問題ないものと判断される。 

新規に必要となる 400 人のオペレータについては、AMC ト

レーニングセンターで研修が実施される。必要人員の確保は

Phase1 プロジェクトで 353 台の耕耘機に必要なオペレータが確

保されたことから、ほぼ同規模となる本プロジェクトにおいて

も、問題ないものと判断される。 

その他無償資金協力に係る事務的な手続きについても監督省

庁である MOAF 及び実施機関である DOA は、過去に数件の無

償資金協力事業を経験しており、これまで特に問題は発生して

いないことから、負担事項の実施にあたり問題はないものと判

断される。 

「3-3 相手国側分

担事業の概要」参照。 

 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本計画により調達予定の機材を有効活用し、プロジェクトの全体計画を達成するために必要

な相手方投入（負担）事項を表 4-2 に示す。 

 

表 4-2 相手方投入（負担）事項 

項目 内 容 備 考 

1 FMCL 賃耕サービスを運営する予算の確保 補助金の交付 

2 オペレータ・メカニック等、必要人員の配置 新規採用、配置転換 

 

4-3 外部条件 

プロジェクトの効果を発現・持続させるための外部条件は表 4-3 の通りである。 

 

表 4-3 外部条件 

項 目 内 容 外部条件 

プロジェクト

目標 

農民の農業機械へのアクセスが向上する  農民が農業を継続する 

成 果 
ブータンにおいて FMCL 賃耕サービス提供の体

制が拡充する 

 FMCL による賃耕サービスが継続

される 

活 動 

 農業機械の調達 

 FMCL 賃耕サービスの体制確立 

 FMCL による機材の維持管理の実施 

 賃耕サービスの需要が継続する 

 必要な予算が確保される 

 必要な人員が確保される 
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4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

FMCL によれば、ブータンでは「耕起＋破土・均平作業」を 15 日間で終えなければ穀物栽培

に適切な時期を逃し、収穫の多寡に大きな影響を与えるとされている。 

これまでの 2KR により 3,000 台近い耕耘機が調達されてきたが、これは耕耘機を購入できる

比較的大規模で資金的な余裕のある農家が恩恵を受けているものと推定される。大多数の小規

模農家は未だに人力や牛耕に頼っている。このため所定の期間内に作業を完了できず、適切な

作付けの時期を逃す場合もある。また近年、若者の都市部への流出や農村部の高齢化による労

働力不足によって休耕地の増加も生じている。これらは作物生産量の増加を阻害する一因とな

り、ひいてはブータンの国家目標である食糧自給率の向上を阻害する要因ともなっている。 
 

 
図 4-1 牛耕する農民  

 

ブータンの農家一戸あたりの平均圃場面積は、約 1ha であり、1ha に満たない小規模農家が、

耕耘機を自家所有とすることは営農規模からも合理的でなく、公共の賃耕サービスを利用する

ことが適切であると考える。ブータンの営農規模を考えれば、公共の賃耕サービスにより小規

模農民を支援することの妥当性はあると考えられる。 

FMCLは機材の運用効率を高めるために全国 41ヶ所に農業機械サービスセンターの増設を図

り、農業機械による賃耕サービスをより広範囲に展開することによって、今まで賃耕サービス

にアクセス困難であった農家へのサービス提供を実施している。また、FMCL は新たな需要に

対し、Phase1 プロジェクトで調達された耕耘機を適切に配置し、運用実績を上げている。 

MOAF では 12th FYP のもと、食料増産を図るために休耕地の再活用や新たな農地開発を進め

ているため、今後も賃耕サービスの需要は、増加していくと考えられる。FMCL は、12th FYP

期間中の農業機械化に係る目標を掲げており、賃耕サービスの強化を図っている。そのために、

今後さらに農業機械サービスセンターの増設を予定している各 RFMCL では、新たに耕耘機が

必要となる。また、農家の多様なニーズに応えるために、今まで賃耕サービスを提供するのが

困難であった急峻で狭隘な棚田に対応できる小型耕耘機や、比較的規模の大きな圃場での作業

能力が高いトラクターやコンバインなどの必要性は高い。機材が整備されることで FMCL は、

より多くの賃耕サービス需要に対応することができるようになり、12th FYP の目標を達成する

ことが可能となるため、本プロジェクトの妥当性は十分あると考えられる。 
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4-4-2 有効性 

(1) 定量的効果 

 

表 4-4 定量的効果 

指標名 基準値（2018 年） 
目標値（2023 年）※1 

【事業完成 2 年後】 

賃耕サービスによる耕作面積（ha/年） 10,492  17,008  

賃耕サービスによる収穫面積（ha/年） 805  1,945  

耕耘機械化率（％）※2 17.66  24.34  

※1：FMCL の 12th FYP 最終年における目標値（表 1-2） 
※2：耕耘機械化率(%)＝全耕耘農地面積÷（FMCL 賃耕サービス及び農民所有機械による耕耘農地面積） 
  耕耘機械は、耕耘機、小型耕耘機、トラクター 

 

(2) 定性的効果 

本計画における定性的効果は以下の通りである。 

・農作業が効率化する 

・休耕地の活用が促進される 

・農業生産性が向上する 

・農村部での雇用が促進される（オペレータ採用による） 
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１. 調査団員・氏名 

第一次現地調査 

 担 当 氏 名 所 属 

1 総括 永代 成日出 JICA 農村開発部 国際協力専門員 

2 計画調整 松井 駿 JICA 農村開発部 農業・農村開発 

第二グループ 

3 業務主任／農業機械作業賃耕サー

ビス計画／運営維持管理計画 

小林 聖仁 株式会社 片平エンジニアリング・ 

インターナショナル 

4 機材計画／調達計画／積算 上橋 信行 株式会社 アンジェロセック 

5 機材計画 2／調達計画 2／積算 2 堀江 英彦 株式会社 片平エンジニアリング・ 

インターナショナル 

 

 

第二次現地調査 

 担 当 氏 名 所 属 

1 総括 永代 成日出 JICA 農村開発部 国際協力専門員 

2 計画調整 松井 駿 JICA 農村開発部 農業・農村開発 

第二グループ 

3 業務主任／農業機械作業賃耕サー

ビス計画／運営維持管理計画 

小林 聖仁 株式会社 片平エンジニアリング・ 

インターナショナル 

4 機材計画／調達計画／積算 上橋 信行 株式会社 アンジェロセック 

 

 

 



 

A-2 

２．調査行程 

第一次現地調査行程 2019 年 8 月 3 日～23 日 

No. 日 

①総括 永代成日出 
②計画調整 松井駿 

③業務主任/農業機械作業受託サービス計画 
／運営維持管理計画 小林聖仁 

④機材計画/調達計画/積算 上橋信行 
⑤機材計画 2/調達計画 2/積算 2 堀江英彦 

宿 泊 

1 8 月 3 日(土) 移動日（成田→バンコク） バンコク 

2 8 月 4 日(日) 移動日（バンコク→パロ→ティンプー） ティンプー 

3 8 月 5 日(月) 
JICA 事務所打合せ 
09:00-11:00  AMC, FMCL インセプション説明・協議 

ティンプー 

4 8 月 6 日(火) 移動 ティンプー→サルパン(ゲレフ） サルパン 

5 8 月 7 日(水) ゲレフ（サルパン）RFMCL 協議、サイト調査 サルパン 

6 8 月 8 日(水)  移動 サルパン→チラン→ダガナ→サルパン 
チラン、ダガナ Geowg 賃耕サービス視察 

サルパン 

7 8 月 9 日(金)  サルパン→トンサ→ワンディ 
ドラクテン Geowg 賃耕サービス視察 

ワンディ 

8 8月10日(土)  ワンディ→ティンプー 
パジョ(ワンディ）RFMCL 視察 

ティンプー 

9 8月 11日(日)  団内協議、資料整理 ティンプー 

10 8月12日(月) 16:30- JICA 事務所 M/D 打合せ 
AM ティンプー→パロ AMC, FMCL 協議 
    トレーニングセンター視察    
16:30 パロ→ティンプー JICA 事務所    

ティンプー 

11 8月13日(火) MOAF M/D 協議 ティンプー 

12 8月14日(水) MOAF M/D 署名 ティンプー 

13 8月15日(水) 
移動日 
（パロ→バンコク→成田） 

団内協議、資料作成 ティンプー 

14 8月16日(金) 
ティンプー→パロ→ティンプー 
AMC, FMCL 協議、情報収集 
現地代理店調査 

ティンプー 

15 8月17日(土)  団内協議、資料整理 ティンプー 

16 8月18日(日)  団内協議、資料整理 ティンプー 

17 8月19日(月)  現地代理店視察 ティンプー 

18 8月20日(火)  ティンプー→パロ→ティンプー 
AMC, FMCL 協議、情報収集 

ティンプー 

19 8月21日(水)  MOAF 協議、情報収集、JICA 事務所報告 ティンプー 

20 8月22日(水)  

移動日（ティンプーパロ→バンコク→成田） 

機中 

21 8月23日(木)  － 
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第二次現地調査行程 2019 年 11 月 21 日～27 日 

No. 日 

①総括 永代成日出 
②計画調整 松井駿 

③業務主任/農業機械作業受託サービス計画 
／運営維持管理計画 小林聖仁 

④機材計画/調達計画/積算 上橋信行 
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2 11 月 22 日（金) MOAF M/D 協議 ティンプー 

3 11 月 23 日（土) 団内協議、資料整理 ティンプー 

4 11 月 24 日（日) 団内協議、資料整理 ティンプー 

5 11 月 25 日（月) MOAF M/D 署名 ティンプー 

6 11 月 26 日（火) 

移動日（ティンプーパロ→バンコク→羽田） 

機中 

7 11 月 27 日（水) － 
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